
惣

に

つ

k・N

て

石

田

豊
口

人
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哩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

脚
　
〔
要
約
］
私
的
土
地
所
有
が
充
分
進
展
し
て
い
た
日
本
で
は
、
そ
れ
を
補
う
べ
き
共
同
体
的
所
有
（
叉
は
占
膚
）
は
用
水
・
山
林
等
の
限
ら
れ
た
範
戸
内
　
…

…
　
に
止
ま
っ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
土
豪
・
名
主
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
共
同
体
は
、
地
頭
・
悪
党
又
は
庄
官
の
圧
迫
を
独
力
で
携
除
す
る
為
に
は
、
ま
だ
微
　
W

無
難
　
鎌
継
欝
　
羅
　
繋
縫
轍
　
灘
欝
難
撫
勲

齢
退
期
の
現
象
で
あ
り
、
自
衛
の
為
の
笑
事
的
総
意
と
し
て
の
性
絡
が
強
く
、
そ
の
意
昧
で
は
共
同
体
規
制
も
芸
園
で
は
あ
っ
た
が
、
共
同
体
的
所
有
は
逆
に
　
　

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

…
病
難
繕
難
蒲
鉾
羅
箆
鷺
噸
瀦
講
舗
機
運
畿
騒
乱
鑛
齪
難
螺
謝
恩
盈
癖
蕪
麟
議
襯
強
熱

㎝
的
機
能
を
萌
ら
か
に
し
ょ
う
と
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
三
つ
の
形
態
は
原
始

　
　
　
隔
、
序
　
　
　
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
同
体
的
諸
関
係
の
分
解
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
地
域

　
共
同
体
的
土
地
所
有
は
、
私
的
土
地
所
領
の
進
展
度
と
そ
れ
に
対

応
す
る
平
体
的
諸
条
件
と
に
応
じ
て
　
①
東
洋
的
ア
ジ
ア
的
形
態
、

⑨
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
ー
ー
ロ
ー
マ
的
形
態
、
③
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
の
三
つ

の
形
態
を
も
つ
て
硯
わ
れ
る
こ
と
を
始
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
マ

的
に
損
並
ぶ
同
一
の
発
展
段
階
に
あ
る
変
種
で
は
な
く
、
種
々
の
社

会
発
展
の
段
階
の
上
に
、
歴
輿
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゲ

ル
マ
ン
的
形
態
の
典
型
と
し
て
措
定
さ
れ
た
マ
ル
ク
共
詞
体
理
論
に

つ
い
て
は
、
有
力
な
反
論
も
あ
る
が
、
世
界
典
的
法
馬
と
し
て
は
共
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同
体
の
三
つ
の
形
態
が
継
起
す
る
と
い
う
理
論
を
揺
が
す
に
は
不
充

　
　
　
②

分
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
日
本
史
に
お
け
る
村
落
共
同
体
を
考
え
れ
ば
、
私
的
土
地

所
有
叉
は
占
有
が
極
度
に
進
展
し
、
そ
れ
を
補
う
共
同
体
難
所
有
壁

は
占
有
は
周
水
。
由
林
等
の
限
ら
れ
た
範
囲
内
に
止
ま
っ
て
い
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
、
当
然
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
と
の
対
比
と
い
う
形
を
と
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
然
し
一
方
に
お
い
て
我
国
に
あ
っ
て
は
、
東
洋
祉
会
の
一

環
と
し
て
「
水
の
論
理
」
が
強
く
作
用
し
て
い
る
か
ら
、
単
な
る
ゲ

ル
マ
ン
的
共
同
体
理
論
の
機
械
的
象
蕨
は
許
さ
れ
な
い
。
特
に
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

古
代
史
に
お
け
る
共
同
体
研
究
の
実
情
を
考
え
る
投
合
、
申
世
の
共

同
体
研
究
に
お
い
て
も
何
よ
り
も
先
ず
二
六
的
研
究
が
要
請
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
Q

　
こ
こ
ぞ
は
日
本
に
お
け
る
村
落
共
同
体
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
惣
」

を
問
題
に
と
り
あ
げ
る
。

　
最
も
早
く
「
惣
」
に
つ
い
て
の
纒
つ
た
見
解
を
発
表
さ
れ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

牧
野
権
…
之
助
氏
で
あ
っ
た
。
次
い
ぞ
牧
健
一
一
氏
は
「
我
國
近
世
の
村

落
団
体
の
起
源
」
ブ
甲
枇
末
期
に
於
け
る
惣
村
観
念
の
成
立
し
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

目
す
べ
童
二
論
文
を
発
表
さ
れ
イ
、
い
る
。
以
上
は
共
に
先
駆
的
業
績

と
し
て
極
め
て
高
い
価
値
を
も
“
ち
、
具
体
的
事
例
の
検
出
　
も
詳
細
で

あ
っ
て
、
吾
．
も
当
然
爾
氏
の
業
績
の
正
当
な
継
承
と
い
う
点
か
ら
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
清
水
一
ご
男
氏
は
、
自
治
組
織
の
発

展
と
い
う
視
角
て
問
讐
蓮
評
・
庄
園
鯉
よ
つ
て
被
わ
れ
て
、
6
8

い
た
自
然
村
落
と
し
て
の
村
が
強
く
推
選
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、

松
本
薪
八
郎
氏
は
近
世
郷
村
制
度
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
の
視
角
よ

　
　
　
　
　
　
⑦

り
歴
史
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
等
は
何
れ
も
「
惣
」
を
近
世
郷

村
制
の
萌
芽
的
形
態
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
通

し
た
揚
に
お
け
る
分
析
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
　
一
昨
年
安
良
城

盛
昭
氏
に
よ
っ
て
太
閤
検
地
が
封
建
革
命
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ

鴻
・
次
い
で
菊
池
武
雄
氏
は
「
惣
」
を
・
①
先
進
型
（
今
堀
書
浦
型
）
・

⑨
申
髪
型
（
蒲
。
初
倉
型
）
、
　
③
後
進
型
（
甲
賀
郡
・
富
士
型
）
の
三
つ

に
分
類
し
、
　
「
元
来
血
縁
的
・
族
的
な
結
合
と
し
て
繊
発
し
た
惣
領

制
が
地
縁
的
要
素
を
加
え
て
変
質
し
て
行
っ
た
過
程
に
於
い
て
そ
の

擬
制
と
し
て
」
発
生
し
た
も
の
ぞ
あ
り
、
そ
の
地
域
の
生
産
力
・
商

業
関
係
。
農
民
層
の
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
の
差
異
に
よ
っ
て
三
つ

の
類
型
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
名
主
ク
ラ
ス
の
「
村

落
内
に
於
け
る
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
の
維
持
を
中
心
に
内
’
包
し
た
保
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

的
性
格
を
そ
の
底
に
も
っ
た
も
の
ぞ
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
見
解
は
、
既
に
豊
凶
武
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ



惣について（石田）

で
あ
る
が
、
旧
名
主
ク
ラ
ス
の
指
導
力
を
重
視
し
て
「
惣
」
を
保
守

的
本
質
を
有
す
る
も
の
と
判
然
と
規
定
さ
れ
た
の
は
、
菊
池
氏
が
初

め
て
ぞ
あ
っ
た
。
し
か
し
潟
名
主
ク
ラ
ス
の
早
早
力
を
重
視
す
る
の

余
り
、
惣
の
も
っ
た
進
歩
的
一
面
を
見
落
し
て
、
そ
の
本
質
を
保
守

的
で
あ
る
と
極
め
つ
け
る
の
は
行
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
村
落
共
同
体
は
常
に
村
落
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て
の
機
能
と
、

村
落
支
配
に
対
抗
す
る
抵
抗
組
織
と
し
て
の
役
割
と
を
荷
っ
て
い

　
⑪た

。
そ
の
三
女
の
政
治
的
諸
清
勢
に
よ
っ
て
、
両
者
は
強
弱
の
差
を
も

つ
て
現
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
｝
面
を
強
調
す
れ
ば
、
反
動
的

保
守
的
組
織
と
し
て
映
り
、
他
面
を
強
調
す
れ
ば
革
命
の
母
胎
と
観

ぜ
ら
れ
る
。
　
「
惣
」
共
岡
体
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。
極
め
て
大

雑
把
に
言
え
ば
「
惣
」
は
そ
の
前
期
に
お
い
て
は
支
配
機
構
の
末
端

組
織
と
し
て
の
面
を
よ
り
強
く
有
し
、
そ
の
後
期
に
お
い
て
は
抵
抗

体
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
強
く
現
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し

よ
り
重
要
な
こ
と
は
「
惣
」
が
、
二
つ
に
分
け
て
考
察
さ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
類
型
化
し
て
便
宜
「
里
庄
」
と
「
惣
村
」

と
仮
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
‘
「
惣
庄
」
は
鎌
倉
的
惣
、
　
「
惣
村
」

は
室
町
的
惣
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ロ
ハ
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
　
「
紅

燈
」
と
「
惣
村
」
と
は
、
あ
，
＼
ま
で
も
類
型
と
し
て
立
て
ら
れ
た
概

念
に
過
ぎ
ず
、
叉
「
惣
庄
」
　
「
惣
村
」
の
両
者
を
通
じ
て
、
元
来
共

同
体
が
も
つ
ご
面
性
を
統
一
し
て
理
解
し
て
こ
そ
、
始
め
て
惣
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

容
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①
　
マ
ル
ク
ス
「
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
（
飯
田
貫
一
訳
、
歴
史

　
学
研
究
一
二
九
号
）

②
大
塚
久
雄
氏
、
「
共
圃
体
の
墓
礎
理
論
」
（
艦
波
書
店
）
、
尚
、
マ
ル
ク
共

　
同
｝
体
に
つ
い
て
の
瀞
†
旧
史
は
角
〃
闘
占
叉
衛
氏
「
原
始
共
産
制
」
　
（
世
．
界
歴
史

　
事
典
山
ハ
ノ
　
｛
五
七
頁
）
　
堀
焔
不
庸
三
氏
　
「
嫉
秘
膚
M
地
」
　
（
嗣
一
　
一
ノ
ニ
山
ハ
八
習
貝
）

　
に
簡
単
に
知
ら
れ
る
。

③
村
｛
洛
粁
λ
諏
研
究
会
編
「
村
落
研
究
の
成
篇
氷
と
課
題
」
の
歴
史
・
・
胃
代
（
中

　
村
吉
治
氏
）
の
項
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
井
上
清
氏
「
親
熊
晒
共
同
｝

　
体
の
理
菰
禰
に
つ
い
て
」
　
（
歴
皮
単
研
究
一
四
一
号
）
、
布
村
一
夫
氏
「
ア
ジ

　
ヤ
的
生
塵
様
式
の
申
将
卵
」
　
（
同
上
誌
）

④
「
中
世
末
期
に
於
け
る
村
落
結
合
」
（
「
武
家
時
代
社
会
の
研
究
」
所
収
）

⑤
　

「
我
園
近
批
の
村
落
…
団
〃
体
の
起
源
」
　
（
法
巌
†
亀
繭
叢
一
　
一
丸
巻
山
ハ
号
）
、
「
申

世
末
期
に
於
け
る
惣
村
観
愈
の
成
立
」
（
経
済
史
研
究
一
六
巻
一
号
）

⑥
「
日
本
中
世
の
村
落
し
（
本
論
第
三
二
二
四
節
）

⑦
「
郷
村
制
度
の
成
立
」
（
新
講
大
解
本
史
第
｝
二
巻
所
収
）

③
　

「
太
無
間
検
地
の
麻
酔
史
的
涌
剛
直
」
　
（
鷹
史
滋
牢
研
究
一
六
三
・
一
六
囚
暑
）
、

　
「
太
閤
検
地
の
麻
冠
史
的
戯
町
彫
義
」
　
　
（
目
病
史
興
牢
帽
耕
究
一
ゐ
ハ
七
号
）
、
二
幅
ド
氏
の
ρ
兄

解
に
つ
い
て
の
私
見
は
「
歴
史
学
の
成
果
と
課
題
」
V
の
日
本
封
建
煎
期

　
の
項
で
述
べ
た
。
二
二
同
楡
ハ
地
を
純
粋
封
建
制
確
立
期
に
お
け
る
改
良
主
義

的
政
辮
中
で
あ
る
と
い
う
私
見
は
、
現
在
亀
灘
岬
更
し
て
い
な
い
。
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⑨
『
戦
國
大
裏
の
権
力
構
造
」
（
歴
史
学
研
究
…
六
六
警
）

⑩
　
「
土
一
揆
璽
基
礎
構
造
」
　
（
社
会
経
済
史
学
会
編
「
農
民
解
放
の
史
的

考
察
」
所
取
）

⑪
柴
閏
三
千
雄
氏
「
封
建
社
会
の
獅
造
と
村
落
共
飼
体
」
（
思
想
　
曇
嵩
○
号
、

　
一
九
五
一
年
十
二
月
）

⑫
本
稿
申
で
侠
塾
す
る
三
岡
体
は
、
所
謂
「
協
無
体
研
究
」
と
峻
別
さ
る

　
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
蛍
筒
う
ま
で
も
な
い
。
協
同
体
は
一
部
の
祉
会
磁
丁
石
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
ロ

よ
ハ
ノ
て
設
完
距
。
れ
“
κ
欄
慨
愈
心
で
轟
の
つ
て
、
　
協
力
嗣
ド
心
す
・
o
す
べ
　
て
の
社
会
親

織
を
雪
う
が
、
共
同
体
は
あ
く
ま
で
も
生
巌
手
段
の
共
有
を
基
底
と
す
る

社
会
経
済
的
組
織
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
惣
庄
の
形
成
と
惣
村
へ
の
転
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
先
ず
次
の
史
料
を
見
よ
う
。

　
　
大
嶋
鳥
艶
艶
色
事

　
　
　
A
整
二
尊
九
・
韮
臼

吾
文
ハ
驚
寺
　
．
雷
㌔
離
殿

　
管
貫
文
　
　
中
庄
惣
庄
ヨ
リ
　
毫
石
　
　
白
馬
惣
庄
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
弥
陀
寺

　
五
百
文
　
　
円
出
塁
庄
ヨ
リ
　
三
百
交
　
　
　
北
谷
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
略
）

　
こ
れ
は
近
江
国
奥
島
庄
の
大
嶋
神
社
の
鳥
居
を
造
る
に
際
し
て
の

合
力
の
覚
書
で
あ
る
が
、
中
庄
・
白
部
・
自
注
な
ど
の
奥
島
庄
を
溝

成
す
る
村
が
、
「
君
道
」
と
呼
ば
丸
な
い
で
「
惣
庄
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
事
に
注
膏
㎞
し
た
い
。

　
こ
れ
は
「
惣
庄
」
が
「
惣
村
」
に
先
行
す
る
惣
の
形
態
で
あ
っ

て
、
中
庄
。
・
臼
部
・
円
出
な
ど
の
各
惣
は
、
　
7
貧
村
」
で
あ
診
な
が

ら
「
惣
庄
」
の
名
称
を
踏
襲
し
た
も
の
ぞ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か

か
る
現
象
は
、
単
に
奥
島
山
比
の
揚
合
に
限
ら
ず
、
窒
町
申
・
末
期
の
庄
・

園
文
書
の
中
に
は
、
極
め
て
普
遍
的
に
見
禺
さ
れ
る
二
重
で
あ
り
、

さ
き
に
掲
げ
た
牧
健
二
氏
の
論
文
の
要
旨
の
一
つ
は
、
こ
れ
を
明
ら

か
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
故
に
「
惣
庄
」
は
惣
的
結
合
の
先
駆

的
形
態
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
目
合
、
特
に
惣
庄
が
庄
蝿
の
秘
密
結

合
と
い
う
形
よ
り
も
寧
ろ
庄
園
領
主
側
に
よ
っ
て
公
的
に
使
奴
さ
れ

る
事
例
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
鑑
く
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
鐙
瓦

る
。
こ
の
事
は
「
惣
庄
」
が
庄
園
領
主
側
に
と
っ
て
積
極
的
に
必
要

ぞ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
暮
々
は
先
ず
以
上
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
惣
庄
形
成
の
歴
皮
的
背

景
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
元
来
貴
権
　
寺
社
の
庄
園
領
存
は
、
年
貢
収
納
を
申
心
と
す
る
い
わ

ば
緩
慢
な
領
有
権
で
あ
っ
て
、
下
地
支
配
を
基
礎
と
す
る
強
力
な
も
噛

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
頭
庄
官
は
多
く
の
場
合
在
地
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性
が
強
く
、
下
地
支
配
を
含
む
｛
強
力
な
領
・
王
艦
載
の
確
立
を
志
向
す
る

も
の
で
あ
り
、
殊
に
地
頭
は
強
大
な
幕
府
の
武
力
を
背
景
に
負
う
も

の
ぞ
あ
っ
た
か
ら
、
地
頭
が
設
置
の
名
目
的
任
務
を
逸
脱
し
て
，
在

地
に
お
け
る
地
頭
領
主
制
の
確
立
を
志
向
す
る
の
は
当
然
の
趨
勢
で

あ
っ
た
。
か
か
る
地
頭
の
歩
み
は
、
物
干
的
に
は
彼
等
の
「
非
法
」

と
し
て
現
わ
れ
る
。
鎌
倉
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
め
地
頭
非
法
は
、

百
姓
名
の
収
奪
、
農
昆
の
強
制
徴
発
に
よ
る
賦
役
労
働
、
地
頭
名
田

の
拡
大
、
年
貢
抑
留
、
山
林
・
用
水
に
対
す
る
狼
籍
な
ど
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
亘
る
。
こ
れ
ら
の
地
頭
非
法
は
庄
園
領
主
の
利
権
と
共
に
、

直
接
的
に
は
名
主
層
の
利
害
に
連
る
か
ら
、
名
主
層
の
反
擾
を
招
き

農
民
を
自
己
の
陣
営
か
ら
離
反
せ
し
め
る
。
そ
の
場
合
、
農
民
の
カ

が
ま
だ
独
力
で
地
頭
に
対
抗
す
る
に
充
分
で
な
け
れ
ば
、
当
然
貴
権

寺
社
の
庄
園
領
主
の
竜
つ
古
代
的
権
力
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
間
時
に
、
庄
園
領
主
側
は
名
主
層
の
こ
れ
ら
の
動
き
を
逆
に
利
用

し
て
、
地
頭
非
法
を
排
除
し
領
有
の
保
全
を
計
ろ
う
と
企
て
る
。
「
惣

庄
」
形
成
の
歴
・
災
的
背
景
は
か
か
る
事
情
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
嘉
鵠
眼
四
年
越
一
一
ご
二
八
）
丹
一
波
国
雀
部
庄
に
・
お
隣
り
る
難
…
堂
｝
・
僧
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

覚
秀
と
地
頭
左
衛
門
尉
大
宅
光
儒
と
の
相
論
は
、
単
な
る
庄
富
領
主

制
と
地
頭
領
主
制
の
対
立
の
み
で
鳳
な
い
。
絹
論
の
過
程
に
お
い
て
、

　
　
　
り

在
地
の
十
一
一
番
頭
が
雑
輩
方
に
有
利
な
証
言
を
し
て
い
る
事
実
を
考

え
漉
ば
、
雑
書
9
背
後
に
は
雑
堂
～
碧
支
持
す
る
在
地
の
意
向
が
存
在

し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
此
の
相
論
が
同
縛
1
7
卜
十
二
番
頭
に
代
表
さ

れ
る
在
地
の
農
民
層
と
地
頭
と
の
争
い
ぞ
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
寛
喜
四
年
（
　
二
三
二
）
の
轟
雲
國
安
田
庄
で
新
補

地
頭
の
非
法
を
忌
避
し
て
慰
問
が
逃
散
し
、
庄
園
領
主
（
石
清
水
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

幡
宮
）
側
か
ら
幕
府
に
対
し
て
抗
議
が
轟
さ
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い

て
も
言
え
る
。
こ
の
裏
件
屯
「
上
級
君
主
の
村
・
支
配
の
手
先
た
る
庄

官
。
地
頭
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
上
級
領
主
賄
…
の
紛
争
で
あ
っ
て
農
昆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
そ
の
渦
中
に
捲
込
ま
れ
て
難
儀
し
て
い
る
例
」
で
は
な
く
、
地
頭

非
法
に
対
抗
す
る
農
民
闘
争
が
農
民
の
微
力
さ
に
よ
っ
て
単
独
で
遂

行
す
る
こ
と
が
禺
来
ず
、
庄
園
領
主
の
古
代
的
権
力
の
発
動
を
誘
発

す
る
こ
と
を
予
測
し
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
解
決
せ
ん
こ
と
を
前
提
と

し
て
闘
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
頭
非
法
に
よ
る
農
民
の
悲

惨
な
状
態
は
、
有
名
な
高
野
由
領
紀
伊
國
阿
豊
河
庄
上
村
の
百
姓
等

　
　
　
⑤

言
上
状
に
顕
著
で
あ
る
が
、
か
か
る
状
態
は
阿
豊
河
庄
に
限
ら
ず
、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
大
同
小
異
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

事
情
を
考
慮
す
る
揚
合
、
鎌
倉
騨
代
の
多
く
の
訴
訟
鄭
件
の
背
景
に

は
、
庄
園
領
主
側
の
古
代
的
権
力
に
依
拠
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
地
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頭
非
法
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
農
民
層
の
団
結
が
予
想
さ
れ
る
。
そ

の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、
庄
園
領
主
側
は
、
か
か
る
農
民
層
の
動
向

を
最
大
限
に
利
亡
し
て
、
地
頭
非
法
を
排
除
し
て
庄
園
領
膚
の
保
全

を
計
る
為
の
有
利
な
自
実
を
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
非
法
は
地
頭
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
な
い
。
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
庄

官
叉
は
悪
党
に
よ
る
非
法
も
枚
挙
に
邊
な
い
。
丈
永
五
年
（
＝
一
六

八
）
近
江
国
捻
江
庄
ぞ
は
下
司
佐
々
木
泰
山
の
入
部
に
際
し
て
、
庄

官
百
姓
等
惣
百
三
十
余
人
が
泰
綱
を
忌
避
し
、
当
庄
住
人
重
守
を
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

司
に
任
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
訴
え
て
寺
家
に
烈
参
し
た
。
こ
れ
は
庄
官

百
姓
等
が
寺
家
の
権
威
に
よ
っ
て
有
力
御
家
入
で
あ
る
佐
々
木
泰
綱

の
非
法
を
未
然
に
防
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
塾
、
寺
家
は
彼
等

の
動
き
を
利
用
し
て
「
優
百
姓
等
年
来
訴
訟
本
意
、
専
存
御
寺
奉
公
故

也
」
と
し
て
庄
官
百
姓
等
の
烈
参
を
逆
用
し
、
庄
園
支
配
の
強
化
・

保
・
盆
を
企
て
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
の
東
寺
領
伊
予
國
弓
削
島
庄
で
は
庄
民
が

預
所
を
忌
避
し
て
、
七
代
と
い
え
ど
も
合
う
べ
か
ら
ず
と
衆
議
し
、

若
し
御
改
易
の
儀
な
く
ん
ば
楓
爆
補
す
べ
か
ら
ざ
る
旨
同
心
し
て
、
逃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

散
を
以
て
寺
家
に
強
訴
し
て
い
る
。

　
叉
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
、
東
大
寺
領
播
磨
国
大
部
庄
百
姓
鑑
、
は
、

前
雑
掌
で
あ
り
当
時
志
染
保
の
雑
掌
で
あ
っ
た
垂
水
左
衛
門
尉
繁
轟

が
、
数
多
の
悪
党
を
率
い
て
庄
内
に
乱
入
し
資
財
米
穀
牛
馬
を
奪
取

り
妻
子
を
搦
取
り
責
殺
す
と
お
ど
し
て
銭
貨
を
押
取
つ
た
為
、
百
姓

等
は
一
粒
の
種
子
食
物
も
な
く
山
林
の
木
菓
を
拾
っ
て
露
命
を
継
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

有
様
と
な
っ
た
由
を
以
て
寺
家
に
訴
え
て
い
る
。

　
か
か
る
庄
官
・
悪
党
の
乱
入
非
法
に
就
い
て
も
、
事
情
は
先
に
み

た
地
頭
非
法
と
同
一
ぞ
あ
る
。

　
以
上
の
急
な
鎌
倉
時
代
を
中
心
と
し
た
地
頭
・
庄
官
・
悪
党
等
の

三
民
に
対
す
る
い
わ
ば
外
部
的
圧
力
を
排
除
し
、
叉
は
防
止
せ
ん
が

為
に
、
難
民
は
庄
園
領
主
に
訴
訟
を
起
す
。
そ
の
場
合
庄
園
領
主
が

地
頭
御
家
人
を
身
分
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
ぞ
あ
り
、
庄
民

等
も
そ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
万
全
の
効
果
を
期
待
し
た
わ
け
ぞ
も
な
か

ろ
う
が
、
地
頭
御
家
人
を
庄
民
が
直
接
幕
府
に
訴
え
る
方
法
が
、
事

実
上
閉
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
庄
属
は
庄
園
領
主
に
訴
え
ざ
る
を
得

な
い
。
訴
状
の
文
書
面
に
は
「
里
庄
に
の
字
は
必
ず
し
も
見
撮
さ
れ

ず
、
寧
ろ
な
い
方
が
普
通
で
は
あ
る
が
、
百
姓
等
が
烈
参
し
、
訴
状

を
捧
げ
、
又
は
逃
散
す
る
前
提
に
は
百
姓
等
の
衆
議
が
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
等
の
母
胎
が
「
惣
庄
」
共
同
体
で
あ
り
、
叉
逆

に
「
一
億
」
共
同
体
は
か
か
る
背
景
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
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つ
た
。
　
「
惣
庄
」
の
形
成
さ
れ
る
要
因
の
第
二
は
か
か
る
外
部
的
圧

力
に
対
処
す
る
農
民
側
の
抵
抗
と
、
こ
れ
を
利
用
し
た
庄
園
領
主
側

の
巧
匠
な
企
図
と
の
混
交
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
第
二
の
原
因
は
庄
内
の
名
主
層
自
身
の
経
済
的
基
礎
に
求
め
ら
れ

．
る
べ
き
ぞ
あ
る
。

　
「
惣
庄
」
を
構
成
し
た
共
同
体
成
員
は
、
家
父
長
的
な
大
規
模
経

営
を
行
う
名
主
層
を
喪
心
と
し
、
母
親
全
体
が
形
式
的
に
せ
よ
平
等

な
共
同
体
員
で
あ
っ
た
と
は
ま
だ
言
い
難
い
。
例
え
ば
大
島
奥
津
島

神
社
文
書
に
あ
る
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
の
受
認
規
文
の
加
富
者
は
、

秦
・
紀
・
錦
・
佐
伯
∵
棚
官
原
・
大
中
臣
。
坂
上
・
高
富
等
の
古
代
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

姓
を
冠
す
る
十
五
名
の
名
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
紫
合
、
そ
れ
等
の
姓

の
真
偽
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
庄
内
悪
口
の
輩
は

庄
内
を
追
却
し
、
妻
女
子
息
で
も
小
屋
を
焼
払
う
べ
き
旨
を
規
約
し

た
庄
隠
羅
文
の
規
制
力
は
当
然
住
民
全
体
に
及
ぶ
筈
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
が
十
五
名
の
名
主
に
よ
っ
て
加
署
起
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
　
’

実
ぞ
あ
る
。
そ
れ
は
規
文
作
成
の
申
心
が
彼
等
名
主
に
あ
り
惣
結
合

の
主
導
力
も
彼
等
の
掌
申
に
握
ら
れ
て
い
た
事
情
を
示
し
て
い
る
。

　
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
大
部
庄
下
方
百
姓
等
の
名
に
お
い
て
下
公

文
所
に
提
出
し
た
と
思
わ
れ
る
種
物
神
罰
起
請
文
に
加
判
し
た
も
の

は
、
時
松
惣
検
校
以
下
影
踏
・
惣
家
な
ど
と
称
さ
れ
る
十
六
名
の
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

官
的
名
主
百
姓
で
あ
っ
た
。

　
同
じ
正
安
元
年
東
寺
領
若
狭
国
太
良
庄
百
姓
読
申
状
に
署
名
し
て

い
る
時
光
以
下
五
名
の
名
主
も
、
同
じ
く
惣
庄
あ
代
表
者
で
あ
ろ

画
、
う

　
こ
の
よ
う
に
惣
庄
内
で
名
主
層
の
主
導
権
が
強
大
ぞ
あ
っ
た
こ
と

は
、
惣
庄
体
制
が
全
住
民
の
平
等
な
結
合
と
い
う
よ
り
は
、
名
主
側
の

要
望
の
反
映
ぞ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
鎌
倉
中
期
以
降
名
主

層
は
、
階
層
分
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
同
時
に
脇
在
家
・
名
子
百
姓

等
の
隷
属
小
農
民
は
、
現
物
地
代
貢
納
に
よ
っ
て
漸
進
的
な
が
ら
身

分
解
放
を
促
進
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
ぞ
あ
る
。
名

主
層
と
そ
の
支
配
下
に
あ
る
隷
属
小
農
民
と
の
対
立
は
、
当
時
の
基

本
的
な
階
級
対
立
ぞ
あ
っ
て
、
名
主
層
は
小
農
民
の
捨
頭
に
対
抗
し

そ
の
身
分
的
向
上
を
阻
止
し
つ
つ
も
、
時
に
は
自
己
の
利
権
を
維
持

す
る
為
に
は
彼
等
の
民
衆
的
な
カ
を
利
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
名
主
層
の
自
己
撞
蒲
の
一
つ
の
結
論
が
惣
庄
体
制
と
な

っ
て
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
「
惣
庄
」
共
同
体
は
、
下
か
ら

絶
え
ず
小
農
民
に
つ
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
名
主
層
の
不
安
が
、
名
主

連
合
の
主
導
権
確
保
と
い
う
形
で
結
贔
し
た
も
の
で
あ
る
と
雷
わ
ね
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ば
な
ら
な
い
。
逆
に
小
農
属
の
側
か
ら
言
え
ば
、
彼
等
は
か
か
る
腰

湯
の
中
に
も
何
ら
か
の
自
己
の
向
上
の
土
台
を
写
出
そ
う
と
期
待
し

た
に
違
い
な
い
。

　
か
く
し
て
惣
庄
は
庄
園
領
主
・
名
主
・
小
農
民
の
各
階
級
に
よ
っ

て
、
夫
六
異
っ
た
期
待
を
か
け
ら
れ
、
複
雑
な
性
格
を
負
わ
さ
れ
る
．

こ
と
に
な
る
。
更
に
地
頭
・
庄
官
の
中
に
も
惣
庄
を
領
主
剃
形
成
の

踏
石
に
利
用
せ
ん
と
企
図
す
る
屯
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
徒

ら
に
非
法
を
の
み
事
と
し
て
い
て
は
、
庄
民
を
庄
家
の
側
に
追
い
や

っ
て
究
極
的
に
は
地
頭
側
に
不
利
で
あ
る
こ
と
を
経
験
的
に
自
覚
し

た
為
で
あ
り
、
三
雲
っ
て
は
厄
弱
な
庄
属
を
圧
迫
す
る
だ
け
の
力
し

か
保
持
し
な
か
っ
た
地
頭
が
、
庄
園
領
主
と
正
面
切
っ
て
対
抗
す
る

に
足
る
だ
け
の
実
力
を
蓄
積
し
た
結
果
で
あ
る
。
又
惣
庄
が
庄
園
領

主
の
思
惑
を
越
え
て
、
庄
園
領
主
に
対
し
て
年
貢
減
免
を
要
求
す
る

母
胎
と
な
り
、
叉
は
逆
に
そ
の
よ
う
な
年
貢
減
免
の
要
求
運
動
の
中

か
ら
惣
庄
が
形
成
さ
れ
る
気
運
が
醗
成
さ
れ
る
揚
合
も
駿
々
あ
っ
た

こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
、
今
迄
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
在
地
に
お

け
る
共
同
体
的
諸
関
係
が
鎌
倉
中
期
以
降
庄
園
領
主
・
地
頭
・
庄

官
・
名
主
・
小
農
民
の
各
階
層
か
ら
、
夫
た
違
っ
た
思
惑
を
も
っ
て
．

で
は
あ
る
が
注
意
さ
れ
捜
し
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

嘗
っ
て
は
、
庄
園
の
名
主
だ
け
を
掌
握
し
て
お
れ
ば
自
動
的
に
村
落

全
体
、
ひ
い
て
は
庄
園
金
体
を
把
握
禺
来
た
け
れ
ど
、
そ
の
事
情
が

名
主
層
の
階
層
分
化
と
隷
属
小
農
民
の
自
立
化
に
よ
っ
て
次
第
に
変

化
し
、
村
落
支
配
の
為
に
は
共
問
体
的
諸
関
係
を
軽
視
出
来
な
い
こ

と
を
、
彼
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
的
立
場
よ
り
、
夫
〃
、
異
っ
た
思
惑

を
も
つ
て
痛
感
し
撮
し
た
こ
と
が
、
歴
史
の
舞
台
に
「
惣
庄
」
を
登

揚
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
「
惣
庄
」
に
お
け
る
共
岡
体
的
土
地
所
有
の
検
繊
は
困
難

で
あ
り
、
寧
ろ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
「
惣
庄
」
を
繋
る
種
の
共
同
体
と
規
定
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
ろ
。

　
し
か
し
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
共
同
体
的
諸
関
係
が
金
然
存
在
し

な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
故
に
「
惣
庄
」
は
極
め
て
ル
…
ズ

な
共
同
体
で
あ
り
、
段
階
的
に
は
農
業
共
同
体
の
最
末
の
形
態
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑫

る
と
考
え
て
よ
い
。

　
惣
庄
は
庄
園
の
枠
内
に
お
け
る
組
織
で
あ
っ
た
か
ら
、
南
北
朝
内

乱
期
を
逓
じ
て
庄
園
体
制
が
著
し
く
弛
緩
す
る
と
共
に
、
次
第
に
庄

園
の
枠
を
無
視
し
た
共
閉
館
が
成
立
す
る
。
し
か
し
そ
の
名
称
は
、

「
求
愛
し
の
名
前
を
踏
襲
す
る
揚
合
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
支
配
機
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構
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
組
織
の
根
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
牧
健

二
氏
も
、
近
江
国
菅
浦
庄
が
惣
村
の
実
体
を
賦
し
つ
つ
も
永
く
「
惣

庄
」
と
呼
称
さ
れ
た
事
実
を
注
図
さ
れ
て
い
る
。

　
故
に
室
町
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
た
と
え
「
惣
庄
」
と
呼
ば
れ
て

い
て
竜
、
現
実
的
に
は
、
も
早
や
庄
園
の
枠
を
超
越
し
そ
れ
を
無
視

し
た
「
惣
村
」
ぞ
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
「
惣
庄
」
か
ら
「
惣
村
」

へ
の
発
展
は
、
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
漸
進
的
で
あ
り
、
又
そ
れ
だ

け
暦
擦
も
少
な
か
っ
た
ぞ
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
鎌
倉
的
惣
結
合
で
あ
る
「
惣
庄
」
と
、
室
町
酌
惣
締
食
て
あ
る
「
惣

村
し
と
の
選
言
点
は
、
大
略
．
次
の
こ
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

①
　

「
町
村
」
は
「
惣
庄
」
と
は
異
っ
て
、
共
同
体
的
所
有
を
蓄
積

　
し
、
惣
掟
、
惣
面
目
な
ど
と
呼
ば
れ
る
養
固
な
共
同
体
規
制
を
膚

　
し
、
自
治
的
色
彩
が
顕
著
で
あ
る
。

⑨
「
惣
村
」
に
お
け
る
共
同
体
成
員
は
、
「
惣
庄
」
の
揚
合
と
比

　
較
に
な
ら
ぬ
程
増
大
七
て
い
る
。
新
た
に
増
加
し
た
共
同
体
員
は
、

　
主
と
し
て
単
婚
家
族
に
よ
る
個
別
経
営
を
営
む
も
の
で
あ
る
と
考
・

　
え
ら
れ
、
各
共
同
体
員
の
間
に
は
、
実
質
は
と
も
か
く
形
式
的
に

　
は
平
等
の
原
則
が
作
用
以
た
。
そ
の
よ
う
な
意
昧
で
「
惣
庄
」
が

　
農
業
共
同
体
の
最
後
の
毅
階
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
「
惣
村
」
は

　
封
建
的
村
落
共
同
体
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
次
に
臭
体
約
に
「
惣
村
」
の
機
能
及
び
溝
成
を
明
わ
か
に
し
て
ゆ

き
た
い
。

①
　
山
人
島
廟
火
津
島
神
三
文
鞭
費
　
（
山
尽
穴
影
写
本
肉
ノ
　
一
五
編
五
号
）

嵩
剛
「
物
心
庄
」
に
つ
い
て
は
少
く
と
も
次
の
二
つ
の
照
…
例
が
あ
る
。
紳
二
一
は

文
字
通
り
の
惣
庄
で
鷹
全
体
を
蓑
わ
し
全
室
又
は
一
庄
と
同
意
語
と
し
て

使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
二
尊
院
文
書
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
法
橋
信
増

書
状
に
「
故
中
御
門
禅
尼
が
二
尊
院
正
舜
御
虜
に
寄
進
し
た
土
地
が
、
地

繭以

b…

W
、
土
凹
氏
鰭
畑
渋
に
よ
．
つ
て
近
年
二
一
名
義
撚
汲
・
に
な
っ
た
の
で
面
目
後
の
曝

怠
な
か
ら
ん
が
為
に
四
十
石
の
下
地
を
差
定
め
る
。
但
し
色
々
の
浄
写
舛

万
雑
大
事
は
惣
庄
預
所
の
進
止
た
る
べ
し
」
（
編
年
交
書
二
二
所
収
）
と

蟄
口
づ
て
い
る
。
翼
に
こ
れ
は
単
に
地
域
と
し
て
の
全
庄
地
を
指
す
場
合

と
、
全
住
民
の
結
合
そ
の
竜
の
を
零
す
揚
合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
第
工
は

庄
園
を
構
成
す
る
一
部
を
指
し
て
惣
庄
と
い
う
揚
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

　
は
①
自
己
の
麦
配
の
及
ぶ
地
域
の
み
を
指
す
場
含
、
1
…
例
え
ば
大
｛
偲
山
守

文
澱
q
　
（
山
八
口
本
古
文
誰
目
◎
ノ
ゐ
ハ
・
九
・
一
訊
ン
）
　
に
浅
井
庄
r
領
家
御
｛
刀
惣
庄
と
曽
町

う
如
き
…
②
自
己
の
支
配
の
及
ば
ぬ
地
域
の
み
を
指
す
場
合
一
例
え
ば

大
徳
寺
文
嘗
、
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
播
磨
国
小
宅
燦
三
職
方
絵
図

　
に
　
（
大
臼
本
函
丈
螂
費
◎
ノ
山
ハ
｝
五
階
悶
号
）
　
大
徳
尋
の
支
配
す
・
る
三
三
点
力
以
外

　
の
庄
島
を
惣
庫
と
言
う
如
鷺
一
③
庄
園
中
の
一
村
を
以
て
他
村
を
代
表

　
さ
せ
る
場
合
－
例
え
ば
若
狭
園
名
田
庄
で
、
上
村
・
坂
本
・
中
村
・
下

村
の
中
で
下
村
を
上
皮
の
惣
庄
と
し
、
知
見
・
三
藪
・
田
村
の
中
で
二
村

を
下
庄
の
惣
庄
と
す
る
如
き
（
大
徳
寺
文
書
e
ノ
三
六
贋
号
）
一
④
庄
醐
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を
欝
成
す
る
各
説
が
昏
々
惣
庄
と
称
す
る
揚
合
一
本
文
に
掲
げ
た
奥
島
庄

　
の
加
敷
き
一
な
ど
が
あ
る
。

②
束
丈
書
（
大
口
本
史
料
五
ノ
一
二
、
三
六
貰
）

③
石
清
水
丈
書
（
大
二
本
古
丈
書
、
e
ノ
ニ
〇
三
号
）

④
中
村
吉
治
氏
「
、
中
世
の
㎝
炭
民
一
揆
」
七
一
頁
の
蛇
目
憐
。

⑤
高
野
山
自
書
（
大
口
本
吉
二
言
、
㈹
ノ
「
四
二
三
暑
）

⑥
蓉
臼
神
社
丈
轡
（
e
ノ
三
四
一
曇
）

⑦
東
寺
百
食
著
書
と
○
一
一
二
甲
、
さ
困
○
一
五
〇
上
、
正
和
三
年
九

　
月
「
弓
削
島
庄
百
姓
等
申
状
」

⑧
筒
井
寛
翌
氏
所
蔵
東
大
寺
丈
書
（
京
大
影
写
本
第
二
分
偲
）

⑨
、
大
島
奥
津
島
神
弓
丈
書
、
弘
長
二
年
十
月
十
一
日
（
京
大
影
日
本
0
⇒
ノ

　
一
五
三
号
）

⑩
京
大
所
蔵
東
大
寺
悪
書
（
狩
辱
菟
集
法
華
賞
⇔
ノ
｝
〇
五
八
号
）

⑪
東
寺
百
食
気
書
（
京
大
影
宇
本
エ
ノ
一
一
九
）

⑫
マ
ル
ク
ス
「
ヴ
ェ
ラ
・
ザ
ス
リ
ッ
チ
へ
・
の
手
紙
」

　
　
　
三
、
惣
村
の
機
能
と
そ
の
購
成

e
惣
村
の
機
能

　
惣
村
は
惣
有
田
。
惣
有
林
と
も
言
う
べ
き
共
有
地
を
保
有
し
て
い

た
。
総
有
地
の
激
越
は
、
既
に
鎌
倉
時
代
に
竜
存
在
し
て
い
た
。
即

ち
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
東
大
寺
領
大
和
国
松
本
庄
で
は
「
松
本
庄

百
姓
等
甘
心
抹
（
進
退
）
処
」
で
あ
る
五
段
の
土
地
を
も
つ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
の
公
事
料
五
斗
の
地
を
直
米
三
石
で
源
姉
子
に
売
却
し
て
い
る
。

売
人
松
本
庄
百
姓
等
と
し
て
加
暑
し
て
い
る
安
部
宗
利
以
下
嘉
名
の

名
主
が
進
退
を
決
す
る
主
体
で
あ
る
が
、
彼
等
金
体
が
驚
由
に
出
来

る
土
地
と
い
う
意
味
で
は
惣
有
田
の
先
駆
的
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
鎌
倉
時
代
で
は
か
か
る
例
は
極
め
て
少
い
け
れ
ど
も
、
室
町
時
代

に
な
れ
ば
検
出
は
さ
ほ
ど
困
難
で
な
い
。
こ
こ
で
は
比
較
的
皮
料
の

ま
と
ま
っ
て
い
る
近
江
國
菅
浦
庄
を
例
に
し
て
惣
有
地
の
問
題
を
考

え
て
ゆ
き
た
い
。
菅
浦
庄
は
、
琵
琶
湖
の
北
燦
に
存
在
す
る
小
庄
園

で
、
耕
地
が
極
め
て
少
く
煙
雲
大
浦
と
、
猫
額
大
の
土
地
、
日
指
諸
河

の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
激
烈
な
境
相
論
を
く
り
返
し
た
こ
と
は
著
名
で

あ
る
。
今
、
室
町
時
代
を
中
心
に
、
「
黙
黙
」
の
実
体
を
有
し
た
「
菅

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

浦
惣
庄
」
が
買
得
し
た
惣
有
地
を
整
理
す
れ
ば
第
一
表
の
如
く
な
る
。

　
菅
浦
庄
で
は
既
に
早
く
嘉
元
コ
一
年
（
＝
二
〇
五
）
に
菅
浦
村
人
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

連
署
を
も
つ
て
借
銭
証
文
を
書
い
て
い
る
。
村
人
等
の
名
儀
で
借
銭

す
る
為
に
は
村
人
等
の
合
議
と
、
債
務
を
分
担
す
る
諒
解
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
末
期
に
村
人
等
ぞ
借
銭
す
る
こ
と
が
行

わ
れ
た
事
実
を
考
え
る
と
、
第
一
表
に
あ
る
応
永
二
年
以
前
に
も
惣

庄
共
有
地
が
存
在
し
た
ぞ
あ
ろ
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
そ

れ
以
前
に
惣
膚
地
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
南
北
朝
を
馨
る
こ
と
は
、

先
ず
あ
る
ま
い
と
私
は
老
え
る
。
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第　一　表

年　　月　　目

万δ永2（！394）11．27

万齢勇く30（1睦23）2．9

㌫永32（lt125）10．一一

永二享二2（1430）3．一

三安2（1磁5）11匿19

文字2（1467）2．一一

　tt　3．17
文明2　（1470）10．15

　1／　　　　　6．一

廻…徳2（1490）9．8

明〃δ2（1荏93）　以前

文亀3（1503）6り24

永蕉6（1509）以前

永正13（！5i6）6．22

永疋】5（1518）5．1．7

7｝（正i8（ユ52ユ）3．22

大永6（1526）5．30

天華9（1540）11．9

天文17（1548）11．3

内 容

庵室屋敷一所

林　　一一A　所

畠　一　畝

　　？

茶圃一所
山　一　　所

嘉　七　　町

畠　　一　　所

前田々地
　〃　　7筆

前田一畝
酒　　手　　菱

　　？
山　　一　　所

艮1　一　　所

一一@　　　所

由　　一　　所

春秋二季神蟻
能楽頭職

価　 格1売聖者　買　得　者

寄進

1貫文

相搏

1貫丈

1貫’300文

19貫500丈

礼物一結

2貫文

2貫500文

10貫丈

寄進

2貫’文

800丈
1貫200丈
1貫：文

亀庄　　盤補診箭叢璽
紙樹庵妙仲　　　惣　　庄

惣庄
菅浦ぜい九郎　惣　　庄

正林　　　　　惣　　庄
公文新左衛門
　　　　　　惣　　庄尉倒乱

i五友　　　惣　庄
睡応寺　　　　　　惣　　庄

　　　　　　惣　　庄

　　　　　　惣　　庄

　　　　　　惣　　庄菅浦公文
　　　i新三三郎　惣　　庄：

惣庄
　　　　　　正　　祐i海津東浜

　　　　　　惣　　庄1梅本事実錬
1竹生島法輪坊菅漱明神

｝法花講衆　惣庄
豊浦二葉庵　　惣　　中

弥三郎　　　　　惣　　　申

1脳臨描惣中

出典 P
　　翻

　　3go
　　E9．91

　　1霧

　　1諸

　　3t－121

，r

狽潤|7－3581

　　2201

　　3331

　　1嘉

　　謙…

　　蝿

　　饗

す示を矯婬勲漱補外補鱒竃
　
第
一
表
で
は
菅
浦
の
惣
窟
地
得
買
は
、
応
永
頃
に
始
ま
り

天
丈
に
及
ぶ
。
そ
の
中
で
山
林
が
最
も
多
く
、
そ
の
弛
に
田

畠
屋
敷
及
び
一
頭
職
を
屯
買
得
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ

の
中
ぞ
応
永
三
十
年
（
｛
四
二
三
）
の
紙
樹
庵
妙
仲
の
売
券
を

み
る
と
、
こ
の
林
は
八
王
子
路
の
上
に
あ
っ
て
祇
樹
庵
先
祖

相
伝
の
私
領
で
あ
っ
た
が
、
…
惣
庄
の
乙
名
達
よ
り
の
所
望
に

よ
っ
て
西
村
丘
ハ
衛
…
が
口
入
し
て
庵
の
庫
裏
造
営
の
釘
代
と
し

て
現
銭
一
貫
文
ぞ
永
代
を
限
っ
て
菅
浦
惣
庄
へ
沽
却
し
た
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
文
正
二
年
（
一
四
六
七
）
の
応
徳
寺

領
菅
浦
の
由
余
地
畠
の
売
券
に
は
、
　
「
自
惣
庄
不
謂
権
門
勢

家
御
領
、
出
門
割
（
害
）
、
所
望
候
間
渡
候
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
い
わ
ば
惣
町
に
よ
る
土
地
の
強
制
収
周
で
あ
り
、
そ
の

補
償
も
礼
物
一
結
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
射
つ
の
揚

合
、
惣
庄
の
比
重
は
頗
る
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
即
ち
応
永
三
十
年
に
は
惣
庄
の
乙
名
達
が
所
望
し
、
膚

力
者
の
口
入
に
よ
っ
て
半
ば
強
制
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
円

満
に
売
買
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
減
甲
二
年
に
は
庄
内
に
お

け
る
要
害
の
地
で
あ
る
と
い
う
理
歯
で
、
権
門
勢
家
の
御
領

を
論
ぜ
ず
公
然
と
強
制
収
用
が
行
わ
れ
、
然
も
正
当
な
補
償
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も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
文
正
二
年
は
三
月
五
日
に
改
元
さ

れ
て
応
仁
元
年
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
文
書
の
日
付
三
月
十
七

日
は
改
元
後
で
あ
っ
て
、
応
仁
の
大
乱
薩
前
の
こ
と
ぞ
あ
り
、
こ
の

強
制
収
用
竜
そ
の
よ
う
な
不
安
な
世
情
を
背
景
と
し
て
考
慮
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
よ
り
菅
浦
に
お
い
て
ば
共
岡
体
的

規
制
が
文
正
頃
を
頂
点
と
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
こ
れ
等
第
一
表
に
あ
ら
わ
れ
た
惣
有
地
が
、
い
か
に
利
用
さ
れ
た

か
が
、
次
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
延
徳
二
年
の
前
田

分
散
納
帳
に
記
載
さ
れ
た
事
笑
を
考
え
た
い
。
前
田
は
日
指
諸
河
と

は
違
っ
て
菅
浦
庄
の
膝
元
で
あ
る
が
、
そ
の
田
地
は
極
め
て
小
単
位

に
細
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
惣
庄
分
七
難
の
田
地
を
示
せ
ば

五
歩
半

六
歩

八
歩

九
歩

七
歩
二
才

九
歩

六
歩

と
な
っ
て
い
る
。

五
合

五
合

七
合
二
勺

八
合
四
三

六
合
八
勺
五
才

八
合
四
勺

四
合
四
勺

新
三
郎

満
二
郎

平
太
夫

弥
二
郎

善
阿
弥

七
郎
大
夫

済
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

作
入
の
半
数
は
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
の
概
文

に
そ
の
名
が
見
え
る
し
、
他
の
者
も
幸
浦
墨
入
ぞ
あ
る
こ
と
に
聞
違

い
な
い
。
こ
の
年
貢
率
は
公
文
分
そ
の
他
の
田
地
に
比
し
て
些
し
滅

低
く
な
っ
て
い
る
。
中
世
の
複
雑
な
職
権
分
化
の
事
実
よ
り
考
え
れ

ば
、
惣
有
田
の
年
貢
率
を
一
律
に
他
の
田
地
よ
り
低
く
す
る
と
い
う

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
或
い
は
こ
れ
が
偶
然
の
結
果
で
あ

る
か
も
知
れ
ず
、
叉
他
の
惣
有
田
が
全
部
そ
う
で
あ
っ
た
か
否
か
も

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
第
＝
狡
申
の
・
文
明
二
年
の
「
惣

庄
乙
名
連
署
置
文
」
を
見
よ
う
。

　
置
文
申
に
書
か
れ
て
い
る
田
地
は
麺
徳
二
年
の
挙
国
と
同
じ
前
田

で
あ
り
、
そ
の
徳
分
を
熟
年
は
七
斗
と
定
め
、
詩
聖
の
年
は
別
途
に

考
慮
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
前
田
徳
分
に
関
し
て
は
惣
庄

乙
名
達
の
合
議
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

明
瞭
で
あ
る
、
か
ら
、
延
徳
二
年
の
納
帳
に
お
い
て
、
惣
庄
分
の
田
の

年
貢
率
が
、
公
文
分
そ
の
他
に
比
し
て
低
廉
で
あ
る
の
は
人
為
的
な

規
翻
一
惣
庄
乙
名
の
舎
議
に
よ
る
難
の
結
果
で
あ
り
、
か
か
る
現
象

は
他
の
惣
有
地
に
つ
い
て
も
同
…
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
庄
罵
に
年
貢
の
低
廉
な
田
畠
を
提
供
し
、
叉
自
由
に
柴
草
を
刈

取
り
得
る
出
林
を
提
供
し
得
た
か
ら
こ
そ
三
富
田
畠
・
惣
有
出
林
が

惣
庄
に
よ
っ
て
貰
得
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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惣について（石田〉

　
　
日
指
諸
河
の
猫
額
大
の
土
地
の
帰
属
を
め
ぐ
る
隣
庄
大
浦
と
の
激
烈
な

　
　
境
根
論
や
、
貞
和
二
年
（
二
二
四
六
）
の
「
爆
睡
諸
河
田
畠
う
り
か
う

　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
ま
し
き
お
ぎ
ぶ
み
」
も
か
か
る
背
景
を
考
磁
す
れ
ば
、
農
畏
の
利
害
に

　
直
結
し
て
い
た
と
番
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
事
が
行
わ
れ
た
の
は
、
菅
浦
が
い
わ
ゆ
る

自
検
断
・
地
下
請
の
庄
園
で
あ
っ
た
為
で
あ
る
。
地
下
講
の
盛
合
、

個
々
の
田
贔
山
林
に
課
す
る
年
貢
率
は
地
下
の
自
由
裁
量
に
任
せ
ら

れ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
同
じ
菅
浦
文
書
中
、
寛
正
四

年
（
一
四
六
三
）
の
日
指
諸
河
愚
代
田
五
反
余
に
つ
い
て
所
持
の
庄

民
が
裏
表
へ
重
事
し
、
惣
庄
の
御
免
に
よ
っ
て
五
反
分
の
年
貢
だ
け

田
せ
ば
良
い
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
慕
象
も
、
・

地
下
請
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
惣

庄
」
と
地
下
請
と
は
、
こ
の
よ
う
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

既
に
古
く
牧
野
信
之
助
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
こ
こ
で

は
委
し
く
触
れ
る
余
裕
も
な
い
。

　
地
下
請
と
も
関
速
す
る
の
で
あ
る
が
、
村
落
共
同
体
が
家
屋
・
山

畠
等
を
没
収
し
叉
は
預
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
明
応
元
年
　
（
一
四
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

二
）
十
二
月
四
日
付
の
奥
島
惣
庄
躍
文
に
よ
れ
ば
、
在
家
を
ひ
き
衆

約
に
背
く
餐
は
永
代
地
下
の
人
衆
に
入
れ
ず
、
在
家
を
ひ
く
揚
重
は

家
を
画
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
家
屋
は
惣
庄
の
所

有
に
帰
し
、
そ
の
山
畠
は
惣
庄
が
知
行
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い

る
。
か
か
る
先
例
は
約
百
年
以
前
の
応
永
十
五
年
（
一
闘
○
八
）
に
、

大
乗
院
領
大
和
國
横
田
庄
で
横
田
小
法
跡
名
主
職
を
惣
百
姓
申
が
預

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

か
っ
た
事
笑
に
も
見
轟
さ
れ
る
。

　
山
林
と
用
水
と
の
毒
心
は
、
日
本
に
お
け
る
共
嗣
体
的
所
有
の
中

心
を
な
す
も
の
ぞ
あ
っ
た
。

　
山
林
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
律
令
時
代
に
も
山
川
藪
沢
の
利
は
公

私
共
に
す
る
の
を
本
旨
と
し
な
が
ら
事
実
上
は
王
公
諸
臣
諸
司
寺
社

等
に
よ
っ
て
占
膚
さ
れ
百
姓
は
柴
草
を
自
由
に
刈
る
こ
と
・
も
撫
来
な

い
状
態
で
あ
っ
て
、
政
府
の
度
重
な
る
禁
制
も
功
が
挙
が
っ
た
と
は

　
　
　
　
　
　
⑧

考
え
ら
れ
な
い
。
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
こ
の
状
態
は
同
様
で
あ
っ
て

庄
園
領
主
叉
は
本
貫
地
頭
等
の
豪
族
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
。

従
来
の
慣
習
に
よ
っ
て
便
宜
に
随
っ
て
百
姓
の
入
会
が
糾
酌
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
⑨

場
合
も
あ
っ
た
が
、
究
極
的
に
は
所
有
者
の
一
存
で
入
会
を
止
め
る

こ
と
が
翫
来
た
。
山
林
藪
沢
河
川
等
の
利
用
は
農
民
に
と
っ
て
は
薩

接
的
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
故
に
、
．
彼
等
は
こ
の
所
有
を
最
大
限
に

利
回
し
て
農
民
支
配
の
用
具
に
し
ょ
・
一
3
と
し
た
の
で
あ
り
、
譲
状
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
明
記
さ
れ
て
田
贔
と
同
様
に
重
視
さ
れ
た
の
ぞ
あ
っ
た
。
先
掲
第
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一
表
．
て
殊
に
山
林
が
多
く
、
そ
れ
が
菅
浦
惣
庄
の
衰
退
期
と
考
え
ら

れ
る
大
永
以
降
ま
で
続
い
て
い
る
の
は
、
決
し
て
史
料
残
存
の
偶
然

に
よ
る
屯
の
ぞ
は
な
く
、
，
惣
有
地
が
山
林
を
申
心
と
し
て
い
た
為
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
田
畠
面
積
の
乏
少
な
菅
浦
で
は
、
山
林
の
占
め
る
比
重
は
大
き
い
。

し
か
し
、
か
か
る
傾
向
は
、
頑
愚
一
庄
に
限
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。

何
故
な
ら
ば
、
我
国
に
お
い
て
は
閏
畠
に
対
す
る
私
的
土
地
所
窟
が

極
度
に
展
開
し
て
い
て
、
強
力
な
共
同
体
規
制
を
以
て
し
て
も
、

i
先
述
の
如
き
例
外
を
除
け
ば
一
広
大
な
共
高
地
を
集
積
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
僅
か
に
山
林
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
⑧

ら
で
あ
る
。

　
用
水
に
つ
い
て
も
大
略
同
様
で
あ
る
。
殊
に
用
水
は
一
庄
の
み
ぞ

解
決
出
来
る
問
題
で
は
な
く
、
　
「
自
他
令
通
用
、
互
不
成
其
煩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

考
、
公
家
武
家
共
被
定
置
適
期
法
」
で
あ
り
、
特
に
水
稲
耕
作
の
基
礎

と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
揚
詰
用
水
池
溝
は
庄
園
領
主
叉
は
地
頭
武
士
の
支
配
下
に
あ
っ
た

か
ら
、
洪
水
に
よ
っ
て
井
溝
再
び
に
池
な
ど
が
破
損
し
た
時
に
は
、

領
主
側
に
井
料
を
請
求
し
そ
れ
に
よ
っ
て
修
理
す
る
こ
と
が
鎌
倉
時

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

代
で
は
普
通
で
あ
っ
た
。
叉
用
水
が
誘
起
農
耕
に
連
る
為
に
地
頭
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

党
に
よ
っ
て
用
水
が
切
落
さ
れ
狼
籍
さ
れ
る
揚
合
も
多
か
っ
た
。
室

町
時
代
に
入
れ
ば
、
用
水
争
論
に
際
し
て
庄
園
領
主
側
の
態
度
が
消

極
的
に
な
り
逆
に
在
地
の
百
姓
、
特
に
用
水
を
分
配
し
合
う
と
い
う

共
同
利
害
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
小
庄
園
の
連
合
体
が
立
役
者
と

な
り
、
申
に
は
名
主
・
沙
汰
人
層
が
中
心
と
な
っ
て
自
力
ぞ
用
水
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
築
造
修
理
し
又
は
買
得
し
た
事
例
も
少
く
な
い
。
即
ち
「
惣
庄
」

に
お
い
て
は
そ
の
社
会
的
経
済
的
条
件
に
よ
っ
て
或
い
は
井
料
を
請

求
し
、
又
は
庄
園
領
主
と
共
に
用
水
取
運
に
対
抗
し
得
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
　
「
惣
村
」
の
笑
体
を
有
す
る
室
町
時
代
の
急
戦
は
他
庄
と
の

用
水
争
論
の
主
体
と
な
り
、
叉
は
単
独
で
用
水
池
を
築
造
修
理
し
、

又
は
買
得
す
る
等
の
種
々
の
展
開
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
そ
の
他
裁
判
権
を
有
し
関
所
を
管
理
し
、
叉
は
共
同
体
の
露
虫
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

集
め
て
い
る
村
堂
・
村
社
の
費
用
を
支
弁
し
、
又
は
実
検
を
遂
げ
、
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
場
合
に
は
一
頭
百
姓
等
と
し
て
庄
園
を
寄
進
す
る
事
す
ら
行
っ
た
。

　
所
艶
嗣
「
争
訟
文
」
は
以
上
述
べ
た
よ
・
う
な
共
門
同
体
的
所
有
を
経
二
軍

的
背
景
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
敵
は
単
に
同
じ
土

地
に
住
む
と
合
う
親
近
感
に
よ
る
竜
の
で
は
な
く
、
経
済
的
基
盤
を

有
し
、
且
つ
抵
抗
組
織
と
し
て
農
民
に
必
須
な
条
件
ぞ
あ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
室
町
時
代
の
村
落
生
活
は
「
為
し
共
同
体
を
地
盤
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惣について（石田）

に
お
い
て
考
え
～
り
・
旬
べ
き
ノ
し
あ
る
と
思
・
り
。

　
以
上
縷
説
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
　
「
…
惣
村
」
が
果
し
た
各

種
の
具
体
的
な
機
能
が
大
略
曙
ち
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。

　
次
に
共
同
体
成
員
の
問
題
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

⇒
惣
粒
の
構
成

（　
「
惣
庄
」
の
主
導
権
が
庄
内
の
沙
汰
人
・
名
主
層
に
あ
っ
た
こ
と

は
先
に
二
三
の
例
を
ひ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
　
「
惣
村
」

に
お
い
て
も
、
こ
の
傾
向
は
原
即
と
し
て
は
う
け
つ
が
れ
た
。
菅
浦

惣
庄
が
二
十
名
の
乙
名
達
に
よ
っ
て
揃
導
さ
れ
、
堅
隅
惣
庄
で
は
殿

原
衆
と
呼
ば
れ
る
青
侍
が
老
と
な
っ
て
種
々
の
得
分
を
独
占
し
て
い

⑳た
こ
と
も
、
同
…
様
の
例
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
何
れ
も
こ
の
時
代
の
宮

座
に
お
い
て
家
柄
と
か
由
緒
と
か
が
尊
重
さ
れ
た
事
情
に
粗
通
ず
る

も
の
ぞ
あ
っ
た
。
し
か
し
元
来
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て
の
性
格

と
、
抵
抗
の
基
盤
と
し
て
の
性
絡
と
の
統
体
と
し
て
現
象
し
て
い
る

共
同
休
が
、
沙
汰
人
・
名
主
層
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
殊
に
南
北
朝
内
乱
を
通
じ
て
封
建
的
小
農
民
の
成
長
が
著

し
く
、
そ
れ
に
照
応
し
て
沙
汰
人
。
名
主
層
の
庄
園
に
占
め
る
権
威

が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
た
庄
園
講
成
を
考
え
れ
ば
、
「
惣
村
」
が
、

沙
汰
人
・
名
主
の
面
惑
を
の
り
こ
え
て
、
小
農
民
が
庄
内
に
お
け
る

身
分
を
向
上
さ
せ
る
為
の
土
台
と
し
て
の
役
割
を
も
果
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
推
測
に
難
く
な
い
。
若
狭
國
太
良
庄
に
お
い
て
正
安
一
7
6

年
の
百
姓
等
申
状
に
連
署
し
た
の
が
五
名
で
あ
っ
た
の
が
、
三
五
年

後
の
建
武
元
年
（
＝
壬
二
四
）
の
百
等
起
請
文
に
連
署
し
た
人
数
が

　
　
　
　
　
　
ρ

五
九
名
に
及
ん
だ
事
笑
を
考
え
れ
ば
、
　
「
惣
村
」
の
構
成
は
殆
ん
ど

全
話
民
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
ぞ
あ
ろ
う
。
・
文
明
十
一
年

の
菅
平
惣
庄
置
文
も
、
乙
名
二
十
名
を
は
る
か
に
趨
え
る
三
十
五
名

の
連
借
を
以
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
是
等
の
多
数
の
不
平
等
な

共
同
体
員
は
、
次
第
に
実
質
的
に
平
等
な
立
揚
を
要
求
す
る
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
の
今
堀
日
吉
神
社
の
宮
座

置
文
で
、
立
ノ
三
太
郎
等
七
名
が
無
力
の
故
に
、
若
衛
門
入
道
等
七

名
が
座
公
事
銭
信
望
の
故
に
宮
座
を
除
か
れ
、
未
進
分
を
皆
済
し
足

洗
酒
を
座
衆
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
宮
座
の
復
活
を
認
め
な
い
と
定
め

た
事
寒
堅
童
男
が
堅
田
大
貫
後
沖
島
吉
竪
田
に
還
住
す
る
の

に
際
し
て
「
殿
原
。
全
人
ニ
ヨ
ラ
ス
、
其
時
料
足
過
分
西
出
ス
人
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

住
ス
、
サ
ナ
キ
人
ハ
、
フ
ク
・
ヒ
地
下
ヘ
ナ
ヲ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
定

め
ら
れ
た
事
実
は
、
家
柄
・
由
緒
よ
り
亀
現
実
の
経
済
力
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
物
語
り
、
…
単
婚
家
族
に
よ
る
小
規
模
な
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個
別
経
営
を
主
と
す
る
薪
興
名
主
百
姓
が
次
第
に
村
落
共
同
体
内
で

大
き
な
比
重
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
消
息
を
示
し
て
い
る
。

　
「
惣
」
村
は
「
惣
庄
」
と
は
異
っ
て
、
共
同
体
成
員
を
拡
大
し
、

よ
り
瓜
い
層
の
上
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
ら
ば
共
同
体
員
の
拡
大
、
共
同
体
員
聞
の
形
式
的
実
質
的

平
等
の
漸
増
は
、
　
「
惣
村
」
共
同
体
の
強
化
を
齎
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
否
、
反
対
に
こ
れ
等
の
現
象
は
「
町
村
」
体
制
の
変
容
と
衰
退

と
を
招
来
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
惣
村
」
は
共
同
体
成
員
の
拡
大
と

照
応
し
な
が
ら
、
次
第
に
衰
退
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
　
一
見
不
可
解
な

展
開
を
示
し
て
い
る
の
ぞ
あ
る
。

①
策
大
寺
図
書
館
所
蔵
東
大
寺
成
巻
軍
書
、
（
京
大
影
写
本
0
ノ
ー
ノ
七

丈
永
八
焦
－
二
月
十
三
日
評
者
本
庄
百
姓
等
連
署
公
事
馬
田
離
職
券
）

②
相
搏
・
寄
進
又
は
納
帳
・
年
貢
帳
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
集
書
地
を
含

　
め
て
作
成
し
た
。
鶯
浦
大
贋
神
は
惣
庄
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
大
明
神

　
に
塾
す
る
寄
進
も
事
実
上
惣
庄
に
済
す
る
寄
進
と
異
な
ら
な
い
の
で
｛
例

含
ま
せ
た
。
尚
、
駄
　
屋
脹
三
郎
氏
は
、
菅
浦
の
境
絹
躍
醐
が
「
口
唇
氏
の
た
め

　
と
い
う
よ
η
は
領
主
の
た
め
」
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
「
中
世

農
村
生
活
の
現
実
的
賢
開
」
腿
典
評
論
四
三
号
）
。
　
綴
　
念
的
な
地
域
差
を

　
以
て
「
畿
内
し
　
「
辺
境
」
と
い
う
類
型
的
把
握
を
冒
用
す
べ
き
で
な
い
と

　
い
う
、
こ
の
論
文
の
主
旨
そ
の
亀
の
は
卓
説
で
あ
る
が
、
難
関
の
境
相
論

が
、
い
か
に
崖
　
民
の
利
茶
開
と
直
結
し
て
い
た
か
は
、
軸
壁
の
叙
“
訟
に
よ
っ

　
て
鴨
ら
か
で
あ
ろ
う
。

③
菅
浦
交
書
（
京
大
影
写
本
、
続
e
ノ
七
四
九
号
）

④
右
阿
丈
書
（
京
・
穴
影
写
本
、
続
〔
㈹
ノ
八
六
八
号
）

⑤
「
荘
圃
に
於
け
る
請
負
」
（
「
土
地
及
び
聚
落
典
上
の
諸
問
題
」
衡
収
）

⑥
大
島
奥
津
島
神
紙
善
書
（
京
大
影
写
本
0
ノ
六
〇
）

⑦
御
教
書
引
付
二
（
大
鼠
本
史
料
七
ノ
｝
｝
、
…
八
一
頁
）

⑧
　
類
聚
三
代
燃
四
、
　
巻
一
編
ハ
、
　
揖
野
諦
歎
沢
江
河
池
沼
胴
事
　
（
新
斯
剛
揃
欄
繍
…
円
国
史
∴
八

　
系
7
ノ
四
九
六
一
五
〇
四
頁
）

⑨
高
野
山
文
書
、
宝
凝
集
六
八
五
暑
文
書
延
旛
元
年
（
｝
二
三
九
）
六
月

　
五
日
高
、
野
山
領
承

⑩
水
贋
証
文
書
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
林
屋
辰
三
郎
氏
が
「
鎌
倉
政
権
の
歴

　
典
前
…
聡
ハ
望
」
　
（
鷺
本
典
研
究
二
…
磐
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑪
山
林
の
入
会
に
つ
い
て
は
石
井
良
助
氏
「
中
世
に
於
け
る
入
会
の
形
態
」

　
（
「
法
学
協
会
五
十
栂
年
記
念
論
文
集
」
第
一
部
所
収
）
を
参
照
。

⑫
東
大
寺
文
書
観
応
三
熱
、
（
一
三
五
二
）
七
月
＋
七
肩
付
「
東
穴
寺
衆
徒

　
響
定
温
轡
案
」
　
（
京
大
影
写
本
一
一
｝
二
一
一
二
）

⑬
荊
野
水
走
家
葉
書
。

⑭
例
え
ば
播
磨
国
大
部
注
で
は
穴
部
御
庄
百
姓
等
の
名
前
で
、
弁
料
を
亥

給
し
て
く
れ
れ
ば
夜
を
日
に
継
い
で
修
理
す
る
と
寺
家
に
要
求
し
て
い
る

　
（
「
東
大
寺
丈
書
、
京
大
影
厚
本
一
i
一
二
一
三
五
、
喜
贋
二
年
（
＝
一
一
二

　
七
）
　
六
日
ρ
五
臼
付
轟
叉
轡
）
。

⑮
例
え
ば
東
大
寺
女
轡
（
京
大
影
写
本
一
一
一
二
i
九
〇
、
∵
一
一
二
一

　
一
二
、
第
二
回
採
訪
第
三
分
冊
貞
魂
五
年
三
月
瑚
欝
伊
薫
守
蘇
書
案
等
）

⑯
心
月
蓋
善
氏
「
申
麺
灌
滅
史
の
研
究
」
特
に
第
六
章
第
七
章
。
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1について（石田）

＠
宝
鏡
寺
丈
書
（
京
大
影
写
本
、
寛
正
三
年
＋
二
月
、
朽
木
関
餌
分
一
補

任，

�
j
、
墜
賑
旧
郷
土
共
膚
丈
書
、
堅
田
本
福
寺
曲
来
記
（
真
宗
全
書
所

堪
）
等
。

⑱
菅
浦
丈
書
（
例
え
ば
京
大
影
写
本
続
肉
ノ
八
二
五
号
）
及
び
大
島
奥
津

　
島
神
紙
丈
書
（
例
え
ば
前
掲
寛
正
四
年
九
肩
骨
七
欝
付
大
島
鳥
居
合
力

　
鵡
、
　
轟
駅
晶
A
影
写
本
、
　
一
五
山
ハ
黛
ン
）
　
等
に
は
・
て
の
例
は
多
い
。

⑲
藷
東
大
寺
翠
嵐
（
京
大
影
写
本
第
二
分
冊
、
正
安
二
年
六
月
付
窪
庄
＋

　
五
名
百
姓
等
書
上
状
）

⑳
三
目
神
社
文
書

　
奉
寄
進
春
画
社
司
麗
御
談
義
料
所
事

　
　
声
々

　
一
、
・
東
和
爾
庄
号
中
庄
地
下
持
之
所
給
主
報
愚
院
之
外
者
曾
三
余
方
無
混

　
概
在
所
也
、
然
今
度
一
庄
百
姓
等
、
以
敬
神
之
儀
、
永
代
可
為
西
屋
御
領

　
竃
、
串
上
候
処
、
無
相
違
被
仰
下
候
条
畏
存
者
也
（
下
略
）

思
葦
丙
辰
九
月
＋
八
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
和
爾
巌
御
百
姓
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
　
善
（
略
押
）
源
　
　
次
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
藤
三
（
〃
）
源
次
郎
（
〃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酉
　
念
（
〃
）
薪
次
郎
（
〃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
郎
（
〃
）
孫
四
郎
（
〃
）

⑪
・
二
巴
寺
跡
書
、
杢
福
長
暦
来
詑
（
莫
宗
全
書
所
収
）

⑳
東
寺
百
合
文
書
は
＝
六
、
尚
太
良
庄
に
つ
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
、
井

　
ケ
閏
良
治
爾
氏
「
若
雛
瓢
閣
圓
太
良
庄
」
　
（
柴
二
障
A
氏
「
庄
園
村
一
類
の
…
欝
造
」

所
収
）
を
参
照
。

⑳
今
堀
日
吉
神
社
丈
書
（
京
大
影
写
本
㈱
）

⑳
本
福
寺
由
来
記
。

　
　
　
四
、
　
「
惣
」
共
同
体
の
変
容
と
贈
壊

　
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
惣
細
し
内
部
に
お
け
る
名
主
層
と
隷
属
小

農
民
と
の
階
級
的
対
立
は
、
当
時
の
墓
本
的
対
立
ぞ
あ
っ
た
か
ら
、

庄
内
に
お
け
る
自
己
の
利
権
の
保
金
を
「
新
庄
』
に
期
待
す
る
名
主

層
と
、
庄
内
に
お
け
る
自
己
の
地
位
向
上
の
踏
石
を
「
惣
庄
」
に
期

待
す
る
小
農
民
と
の
事
体
は
、
た
と
え
利
害
を
共
通
に
す
る
外
部
的

圧
力
に
対
す
る
抵
抗
の
面
で
は
輩
固
に
形
成
さ
れ
て
も
、
B
常
生
活

の
基
本
的
な
生
藍
関
係
の
上
で
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
惣
庄
体
制
は
、
最
初
か
ら
呉
越
同
舟
の
弱
点
を
内
蔵
し
、
…
崩
壊
の

芽
を
胎
ん
で
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
か
か
る
事
情
は
「
惣
村
」
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
惣
村
し
体
制
は
、
畿
内
に
お
い

て
は
大
永
頃
ま
で
輩
固
に
生
き
続
け
る
の
み
な
ら
ず
、
　
「
惣
庄
」
の

名
は
そ
れ
以
後
は
遺
制
と
な
っ
て
近
枇
初
頭
に
ま
で
及
ん
ぞ
い
る
。

こ
こ
で
は
先
ず
「
惣
庄
」
遺
制
と
「
惣
村
」
体
制
が
か
く
永
ら
く
維

持
さ
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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第
一
に
は
建
武
申
興
政
府
及
び
室
町
幕
府
の
と
っ
た
庄
園
保
護
政

策
で
あ
る
。
鎌
倉
最
末
期
の
内
乱
期
に
あ
っ
て
、
殆
ん
ど
壊
滅
に
瀕

し
て
い
た
庄
園
体
制
は
、
建
武
新
政
府
の
保
護
政
策
に
よ
っ
て
漸
く

蘇
…
生
し
、
室
町
幕
府
も
社
会
安
定
の
為
に
こ
の
政
策
を
踏
襲
し
て
い

る
。
も
し
か
か
る
中
央
政
府
に
よ
る
反
革
命
的
政
策
が
な
け
れ
ば
、

庄
園
制
の
解
体
は
よ
り
早
く
到
来
し
、
　
「
三
熱
」
に
お
け
る
庄
園
の

粋
は
更
に
よ
り
早
く
止
揚
さ
る
べ
き
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
等

の
「
惣
庄
」
を
維
持
せ
し
め
る
為
の
要
素
は
、
究
極
的
に
は
い
わ
ば

歴
史
の
発
展
に
対
す
る
暫
定
的
な
阻
止
要
素
と
な
り
永
く
「
惣
庄
」

を
遺
舗
と
し
て
残
存
さ
せ
は
し
て
竜
決
定
的
に
そ
の
崩
壊
を
防
止
す

る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
　
「
惣
村
」
体
制
へ
の
展
開
は
歴
史
的
必

然
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
。

　
第
二
に
は
、
形
成
当
初
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
社
会
的
経
済
的
条
件

よ
り
娩
出
さ
れ
た
惣
村
体
制
は
、
確
立
後
は
そ
の
時
々
の
社
会
的
経

済
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
進
路
を
決
定
さ
れ
つ
つ
も
、
逆
に
そ
の

独
立
し
た
存
在
意
志
を
も
っ
て
諸
条
件
に
対
し
て
、
正
常
な
展
開
を

阻
止
す
る
役
割
を
果
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
惣
庄

掟
」
・
「
惣
置
交
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
共
同
体
規
制
が
そ
れ
ぞ
あ

り
、
そ
れ
以
外
に
庄
民
の
村
落
生
活
の
凡
ゆ
る
分
野
に
も
か
か
る
規

制
は
作
識
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
は
、
小
農
民
の
広
範
な
自
立
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、

彼
等
の
力
が
惣
村
体
制
の
指
導
層
た
る
名
主
沙
汰
人
層
と
正
面
的
に

対
立
し
こ
れ
を
抹
殺
す
る
程
に
は
強
力
ぞ
は
な
か
っ
た
こ
と
ぞ
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
こ
の
こ
と

第　二　表

借銭米高 競　　権　　春 講 考

銭28貫δG。文i

米　　　5斗

米　　　ユ石
　　　　　　1
米　　　5石

米　　　1俵・

米　　　1俵
ラ斡7｛表23レ5チ｛・

黍、斗蜘

米　　3石i

1心墨（二鋲衛騰）

浅井杢助
花　　蕊　　坊

二郎，兵衛

浅井杢助
宮内卿（引替）

浅弁杢助
松本新右衛ynl

二郎兵衛
二二郎兵衛

永禄12年山畠未進分s

麟轡分
l
i当座借り

　
　
は
永
原
慶
二
氏

　
　
の
久
世
庄
に
お

　
　
け
る
庄
民
構
成

　
　
　
　
　
　
①

　
　
の
分
析
や
、
宮

歓
川
満
氏
の
今
堀

よ
に
　
転
転
保
に
お
け

羽
書
析
に
照
茅

野
．
て
も
明
ら
か
で

一翼
あ
り
、
叉
庄
内

椋
　
に
お
け
る
名
主

露
悪
禽
・
小

r
舗
　
農
民
と
の
階
級

ハ磯
対
立
が
、
極
め

　
　
て
緩
慢
な
形
ぞ
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惣について（石田）

し
か
現
わ
れ
て
こ
な
い
と
い
う
事
実
も
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
さ
て
「
惣
村
」
の
衰
退
は
先
ず
そ
の
経
済
的
破
綻
と
な
っ
て
現
わ

れ
る
。
菅
浦
惣
庄
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
惣
庄
の
名
ぞ
惣
有
地
を
買
得

す
る
て
と
は
、
永
正
十
八
年
を
最
後
と
し
、
以
後
天
文
十
七
年
置
は

神
事
能
楽
頭
職
を
輪
中
の
名
で
買
得
し
て
は
い
る
が
、
実
質
的
な
…
惣

有
地
の
買
得
は
天
文
九
年
を
最
後
と
す
る
（
第
｛
表
参
照
）
。
そ
れ
以

後
は
逆
に
惣
庄
の
名
ぞ
借
銭
す
る
こ
と
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
く

る
。
　
一
年
闇
の
借
銭
総
額
の
明
ら
か
な
永
豫
十
三
年
　
（
一
五
六
〇
）

を
例
示
す
れ
ば
第
二
表
の
如
く
な
る
。

　
債
権
者
の
申
ぞ
、
浅
井
杢
助
は
江
北
の
戦
国
大
名
浅
井
氏
の
代
宮

で
あ
り
、
二
郎
丘
ハ
衛
は
永
緑
十
二
年
（
一
事
八
一
）
の
｛
浅
井
杢
鱗
雲

　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

惣
借
状
に
署
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
里
庄
の
乙
名
で
あ
る

こ
と
が
判
る
。
或
い
は
商
業
的
展
開
を
遂
げ
た
者
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
留
浦
惣
庄
が
経
済
的
に
破
綻
し
た
理
由
の
一
つ
は
、

隣
庄
大
浦
は
じ
め
近
接
各
常
世
と
の
度
重
な
る
訴
訟
に
際
し
て
多
く

の
臨
費
を
要
し
た
こ
と
に
も
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
戦
國
大
名
の
強

い
規
制
力
を
う
け
て
「
惣
」
指
導
者
聞
に
分
裂
を
き
た
す
こ
と
、
及
び

商
業
資
本
の
浸
透
に
よ
る
名
主
。
沙
汰
人
層
の
階
層
分
化
の
結
果
で

あ
り
、
そ
の
為
に
も
早
や
村
落
共
同
体
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能

に
な
っ
て
き
て
い
る
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
「
惣
」
共
同

体
の
経
済
的
破
綻
は
単
に
旙
嘗
浦
回
庄
に
限
ら
ず
噂
堅
田
庄
で
も
、
本

福
寺
が
丈
明
十
三
年
（
一
五
〇
三
）
・
文
亀
三
年
（
一
五
一
七
）
・
永
正

ゐ
1
四
年
（
一
五
一
九
）
。
　
同
十
六
年
（
一
五
二
〇
）
・
　
虚
血
・
七
年
（
一
五

一
二
）
・
大
永
元
年
に
夫
女
地
下
惣
か
ら
着
雪
屋
敷
を
買
得
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
④

る
事
実
が
あ
る
か
ら
、
畿
内
村
落
の
一
般
的
現
象
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
か
く
し
て
「
惣
村
」
は
惣
有
地
を
次
第
に
放
出
し
、
負
債

に
悩
み
な
が
ら
、
次
第
に
下
降
期
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
「
惣
村
」
の
衰
退
は
、
叉
同
時
に
惣
庄
内
部
の
各
惣
村
の
抗
争
と

い
う
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。

　
堅
国
庄
ぞ
は
、
湖
上
権
を
掌
握
し
て
い
る
地
侍
贋
の
主
導
権
の
下

に
、
堅
田
惣
庄
と
し
て
の
園
結
を
示
し
て
い
た
。
彼
等
は
団
結
の
標

識
と
し
て
惣
髪
の
旗
織
を
も
つ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
一
方

惣
庄
内
部
に
は
北
切
・
東
切
・
西
切
・
今
堅
田
の
堅
田
四
方
が
あ
り

夫
々
気
葉
的
に
結
合
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
馬
鐸
（
東
起
）
は
総

領
の
切
と
し
て
の
優
位
性
を
保
っ
て
い
て
、
総
領
の
切
の
地
位
を
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ぐ
つ
て
合
戦
さ
え
行
わ
れ
て
．
い
る
。

　
し
か
し
庄
園
内
部
の
各
村
落
の
対
立
抗
争
は
、
蜜
町
申
末
期
に
現

わ
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
既
に
鎌
倉
時
代
か
ら
も
各
地
で
起
っ
て
い
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る
こ
と
を
反
省
↑
し
て
お
き
た
い
。

　
有
名
な
大
島
奥
津
島
神
社
乱
書
中
の
弘
長
二
年
の
「
庄
隠
多
照
」

は
前
に
も
触
れ
た
が
、
そ
れ
が
殊
更
に
「
隠
掌
文
」
と
し
て
起
請
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
れ
が
「
里
庄
」
規
・
文
で
は
な
く
、

惣
村
を
中
心
と
す
る
規
文
で
あ
っ
た
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な

ら
ば
同
憂
書
申
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
の
「
両
社
神
官
村
人
等
一
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

岡
心
事
」
と
題
す
る
文
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
意
趣
は
同
じ
く
奥
島
庄

の
一
村
で
あ
る
中
庄
の
庄
官
百
姓
等
が
供
祭
の
鰍
を
切
捨
て
た
為

に
訴
訟
が
起
さ
れ
の
に
際
し
て
、
沙
汰
を
翻
し
過
忠
を
し
衆
議
を
乱

す
者
は
庄
家
を
追
呈
す
る
と
岡
心
す
る
こ
と
に
あ
診
、
事
件
の
具
体

的
内
容
を
逸
し
て
い
る
文
永
七
年
（
ご
一
七
〇
）
の
】
味
同
心
の
起
請

①と
共
に
一
連
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
為
で
あ

る
。
同
｝
庄
園
内
に
お
け
る
村
落
の
対
立
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
特

に
秘
密
を
要
し
、
叉
庄
園
秩
序
と
は
異
っ
た
惣
村
的
結
合
を
中
心
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
秘
密
を
要
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
鎌
倉
時
代
に
あ
づ
て
は
、
　
「
惣
庄
」
が
い
わ
ば
公
認
さ
れ
た
共

同
体
ぞ
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
惣
単
結
合
は
そ
れ
が
惣
庄
の
基
盤
で

あ
り
な
が
ら
非
合
法
の
組
織
体
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
先
に
も
挙
げ
た
寛
正
四
年
の
文
書
に
、
中
庄
。
由
部
・
円

山
惣
庄
の
名
が
見
え
る
よ
う
に
、
　
「
惣
庄
」
体
制
の
衰
微
と
共
に
次

第
に
公
的
な
組
織
体
へ
と
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
故
に
惣
庄
か
ら
惣
村
へ
と
い
う
私
の
シ
ェ
ー
マ
は
γ
惣
庄
が
崩
壊

し
次
に
惣
村
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
直
接
的
コ
ー
ス
に
お
い
て
主
張

す
る
竜
の
で
は
な
い
。
皿
激
密
に
君
え
ぱ
惣
庄
の
中
に
は
、
惣
村
の
芽

が
存
在
し
、
両
者
は
あ
る
時
期
に
は
併
存
し
て
い
る
。
そ
の
ど
ち
ら

が
基
本
的
な
共
岡
体
と
し
て
の
実
体
を
有
し
た
か
に
よ
っ
て
「
惣
庄
」

と
「
惣
村
」
の
範
疇
を
立
て
て
い
る
の
ぞ
あ
る
。
極
め
て
大
雑
把
に

言
っ
て
交
替
の
縛
期
は
個
々
の
具
体
的
条
件
に
よ
っ
て
多
少
の
時
代

的
誤
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
大
略
応
永
頃
ぞ
あ
ろ
う
と
、
私
は
考
え

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
さ
て
惣
村
体
制
の
衰
退
を
促
進
し
た
条
件
に
、
閑
却
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
竜
の
は
、
第
ム
に
商
人
層
の
動
向
で
あ
っ
た
。
既
に
早
く
応

永
二
年
（
；
一
九
五
）
に
は
播
磨
國
矢
野
庄
で
、
刑
都
大
夫
が
東
寺
に

起
請
文
を
捧
げ
「
於
刑
部
大
夫
者
、
銀
元
売
買
為
本
候
之
聞
、
不
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

惣
庄
微
訴
候
上
者
、
於
自
信
弥
不
可
存
野
心
私
候
」
と
言
っ
て
い

る
。
東
寺
で
は
預
所
・
騎
手
等
の
庄
官
が
補
任
さ
れ
る
時
に
は
「
縦

百
姓
等
称
庄
家
之
一
揆
、
妄
錐
致
傲
々
之
群
舞
、
曾
以
不
可
麿
同
心

　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

許
容
切
回
」
と
か
「
得
百
姓
等
単
語
、
不
正
存
私
曲
」
と
か
の
請
文
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惣について（石田）

を
捧
げ
る
の
が
恒
例
で
は
あ
っ
た
が
、
矢
野
庄
の
場
合
は
彼
が
商
人

で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
は
戦
国
大
名
叉
は
そ
の
部
将
と
の
被
官
関
係
の
成
立
で
あ

る
。
　
「
惣
」
内
で
特
に
有
力
な
名
主
層
が
、
被
官
人
と
な
る
照
合
、

彼
等
は
他
の
名
主
百
姓
と
は
次
元
の
異
っ
た
世
界
の
人
聞
と
し
て
自

ら
を
意
識
し
、
雅
意
に
任
せ
て
領
主
の
進
退
を
奉
ぜ
ず
、
叉
背
後
に

負
う
戦
馬
大
名
の
武
力
に
よ
っ
て
庄
艮
を
駆
使
し
ょ
う
と
す
る
。
そ

し
て
彼
等
の
そ
の
よ
う
な
行
動
が
、
農
民
を
し
て
彼
等
に
よ
っ
て
主

導
さ
れ
て
い
た
「
惣
」
共
同
体
か
ら
離
反
せ
し
め
る
結
果
を
齎
す
の
．

ぞ
あ
、
る
。

　
菅
浦
で
は
天
文
頃
よ
り
江
北
の
戦
國
大
名
浅
井
氏
の
干
渉
が
激
し

く
な
っ
て
、
皇
民
の
中
に
は
浅
井
氏
と
被
官
関
係
を
結
ん
で
、
「
惣
庄
」

の
規
約
を
無
視
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
「
惣
庄
」
の
掟
に
し
た

が
っ
て
処
罰
し
た
時
に
は
、
　
「
我
等
が
被
官
を
故
な
く
し
よ
う
か
い

（
生
警
）
さ
せ
た
」
と
庄
内
の
百
姓
等
の
家
が
報
復
手
段
に
放
火
さ
れ

　
　
　
　
　
　
⑭

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
永
禄
十
一
年
に
屯
、
六
郎
三
郎
。
孫
四
郎
・
源
三
。

衛
門
二
郎
の
四
入
が
「
手
早
」
規
翻
を
無
視
し
、
甚
だ
し
く
然
る
べ
か

ら
ざ
る
行
い
が
あ
っ
た
の
で
葱
と
し
て
罰
し
た
が
、
代
官
浅
井
雲
助

よ
夢
横
槍
を
入
れ
ら
れ
、
遂
に
「
向
後
御
耳
へ
入
申
芸
子
亡
者
、
為

地
下
糺
明
申
事
有
閥
岩
蟹
、
可
駕
御
異
見
次
第
詐
」
と
属
服
せ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
⑫

を
得
な
か
っ
た
。
惣
は
戦
國
大
名
の
前
に
、
遂
に
そ
の
惣
治
権
の
放

棄
を
誓
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
ぞ
あ
る
。

　
そ
の
果
合
、
浅
井
氏
の
被
官
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
菅
浦
惣
庄
の

置
目
を
破
D
・
、
庄
民
の
共
同
体
を
裏
切
つ
た
六
郎
三
鄭
以
下
四
強
の

者
が
、
菅
筆
記
庄
で
占
め
て
い
た
地
位
が
何
で
あ
っ
た
か
は
、
雪
月
味

あ
る
問
題
で
あ
る
。
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

そ
の
中
ぞ
六
郎
一
二
郎
は
、
西
の
中
老
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
史
料
の
上
か

　
　
　
　
　
㊥

ら
検
轟
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
、
惣
庄
内
の
い
わ
ば
中
堅
階
層

で
あ
っ
て
、
コ
十
入
の
老
衆
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
菅
浦
惣
庄

内
で
の
自
由
な
発
展
を
阻
害
さ
れ
て
い
た
階
層
で
あ
っ
た
。
大
名
の

被
宮
化
し
て
ゆ
く
の
は
、
農
村
内
の
上
層
部
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
中

堅
層
が
、
自
由
な
自
己
展
開
を
詠
う
す
る
方
途
と
し
て
被
官
化
す
る

場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
勝
ち
ぞ
あ
る
だ
け
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
惣
蒼
し
が
既
に
、
新
し
い
歴
史

の
展
開
に
対
す
．
る
障
害
物
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
惣
町
・
内
部
の
階
層
分
化
と
そ
の
展
開
が
、
究
極
的

に
は
「
惣
村
」
を
裏
退
せ
し
め
て
ゆ
く
原
動
力
な
の
で
あ
っ
た
。
一

方
「
惣
村
」
と
し
て
は
、
か
か
る
自
由
な
る
叛
逆
者
に
対
し
て
、
そ
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の
報
復
を
誓
っ
て
い
る
。
即
ち
代
官
浅
井
杢
助
に
対
し
て
屈
服
し
た

八
月
か
ら
四
ケ
月
経
つ
た
十
二
月
十
四
蹟
に
彼
等
は
菅
浦
大
明
神
の

神
前
に
、
も
し
惣
が
復
活
し
た
暁
に
は
、
四
人
の
者
を
第
一
に
処
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
べ
き
こ
と
を
約
し
た
。
し
か
し
、
　
「
門
下
惣
髪
し
は
遂
に
再
び
復

活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
①
　
「茄

s
園
解
体
期
…
に
お
け
る
鵜
ハ
晟
顧
の
分
解
と
鮪
澱
畏
闘
争
の
形
態
」
　
（
歴

　
重
三
紘
繭
四
四
・
四
五
磐
）
、
及
び
「
封
建
時
代
繭
剛
畑
酬
の
毘
衆
生
活
」
（
薪
日
本

　
史
講
座
所
収
）

③
「
中
世
村
落
に
お
け
る
農
艮
と
地
黒
」
（
広
島
大
学
史
学
研
究
会
二
念

　
論
叢
所
収
）

　
③
　
菅
恥
満
文
獣
獄
　
（
仙
睨
㈲
ノ
九
二
山
出
挙
）

　
④
本
福
寺
文
書
「
寺
領
移
鋤
租
録
」
、
尚
拙
稿
「
畿
内
の
一
向
一
揆
に
つ
い

　
て
し
　
（
日
本
奥
研
兜
二
三
号
）
参
照
。

＠＠＠　C．b　＠＠　Gb　＠＠　C）

本
学
静
由
来
記
。

大
島
奥
島
島
神
社
丈
書
、
　
（
⇔
ノ
八
六
号
）

二
二
識
鱗
（
⇔
ノ
八
八
号
）

東
寺
百
合
丈
書
よ
一
一
i
一
五
上
（
穴
日
本
史
料
七
ノ
ニ
、
二
五
〇
頁
）

右
闇
ド
文
弗
賞
め
二
九
…
四
〇
（
大
日
本
史
料
六
ノ
三
〇
、
二
七
〇
頁
）

右
嗣
丈
書
ル
一
一
八
（
大
日
本
史
料
六
ノ
三
〇
、
二
七
二
頁
）

菅
二
丈
書
（
京
大
影
写
本
続
㈲
ノ
九
一
七
号
）

右
　
囲
書
（
　
　
嗣
　
　
続
㈲
ノ
九
四
〇
号
）

古
　
同
書
（
　
　
園
　
　
続
㈲
ノ
九
三
九
号
）

膚
　
同
書
（
　
　
隅
　
　
続
㈱
ン
九
隣
二
号
）

五
、
展

望
…
結
び
に
代
え
て
i

　
吾
た
は
「
惣
村
」
の
担
っ
た
輝
や
．
か
し
い
歴
史
的
使
命
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
始
ま
る
土
一
揆
は
惣
村
結

合
を
母
胎
と
し
て
、
戦
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
土
一
揆
は
国
一
揆

へ
と
…
異
常
を
昂
ま
り
を
示
し
、
山
城
の
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
期
聞
で

は
あ
っ
た
が
、
一
揆
衆
に
よ
る
政
治
が
行
わ
れ
る
程
の
強
勢
さ
を
示

し
て
い
る
。
、
し
か
も
土
＝
撲
が
次
第
に
下
火
に
な
っ
て
く
る
頃
は
、

同
時
に
7
惣
村
」
の
衰
退
期
と
符
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
衰
退

期
に
却
っ
て
農
属
団
結
が
惣
郷
・
惣
郡
に
ま
で
及
び
、
所
謂
「
郷
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

惣
」
　
「
回
申
惣
」
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
等
は
、
軍
事
的
組

織
叉
は
そ
れ
に
類
す
る
結
合
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
ぞ
は
強
い

共
同
体
規
・
制
を
も
つ
て
は
い
た
が
、
共
同
体
的
所
有
（
又
は
占
膚
）

は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
臨
隠
の
組
織
で
あ
っ

て
、
基
本
共
同
体
と
し
て
の
笑
質
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
。

　
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
、
直
接
耕
作
者
の
還
る
も
の
は
検
地
帳
登
録

者
と
し
て
そ
の
法
的
地
位
を
認
め
ら
れ
、
中
世
の
複
雑
な
職
権
の
分

化
に
伴
う
雑
多
な
得
分
権
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
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惣について（石繊）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

宮
川
満
州
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
た
如
く
検
地
帳
と
名
寄
慢
と
に
は
可
成

り
大
幅
な
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
は
地
内
旧
勢
力
の
太
閤
検
地
に
対
す

る
反
擾
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
今
、
村
落
共
同
体
を
中
心

に
し
て
太
閤
検
地
を
考
え
る
と
、
太
閤
検
地
以
後
の
村
蓄
に
お
い
て
、

こ
れ
等
の
検
地
帳
登
録
者
全
体
が
平
等
な
地
位
を
認
め
ら
れ
た
と
は

考
え
難
い
。
検
地
に
際
し
て
名
主
職
。
無
職
得
分
権
者
が
隠
密
に
直

接
耕
作
者
に
対
し
て
、
検
地
後
も
得
分
権
存
続
を
認
め
さ
せ
る
証
文

の
提
出
を
要
求
し
た
揚
々
も
あ
っ
た
。
太
閤
検
地
以
後
の
村
落
は
、

郷
村
制
と
し
て
考
え
る
よ
り
も
い
わ
ゆ
る
「
篭
屋
体
制
」
と
い
う
視

角
を
申
心
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
勿
論
「
呑
屋
体
制
」
は
封
建
地
代
収
取
の
体
系
で
あ
っ
て
、
村
落

共
同
体
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
申
に
、
含

ま
れ
る
共
同
体
的
諸
関
係
は
、
慮
る
意
味
ぞ
は
中
世
の
惣
共
同
体
の

復
活
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も

大
閤
検
地
の
余
り
に
も
高
い
評
価
は
う
再
検
討
さ
る
べ
き
余
地
を
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
役
屋
に
は
、
儲
役
屋
の
外
に
村
落
内
に
お
い
て
新
興
の
地

位
を
認
め
ら
れ
た
半
役
屋
が
あ
っ
た
こ
と
よ
り
考
え
て
共
同
体
の
正

式
構
成
員
の
範
囲
が
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
実
情
は
無
視
し
て
は

な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
一
方
に
お
い
て
各
地
の
検
地
帳
の
中
に

は
、
単
村
検
地
帳
と
複
村
検
地
帳
と
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
に
価

す
る
。
複
村
検
地
帳
の
存
在
は
検
地
当
初
に
多
く
、
次
第
に
減
少
し

近
世
で
は
殆
ん
ど
例
外
な
し
に
一
村
一
検
地
帳
主
義
を
と
る
が
、
例

え
ば
亡
国
庄
で
は
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
至
っ
て
も
、
尚
且
つ
嘗

っ
て
の
堅
田
惣
庄
四
方
が
一
冊
の
検
地
帳
に
纒
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
単
な
る
検
地
の
按
術
的
・
便
宜
的
劃
一
で
は
な
く
、
在
地
の

笑
体
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ

の
こ
と
は
堅
田
に
お
け
る
惣
庄
遺
制
が
、
実
に
近
世
初
頭
に
ま
で
温

存
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
の
対
比
と
い
う
問
題
に
少
し
く
触
れ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
惣
」
共
同
体
に
お
け
る
共
有
地
は
、
ゲ

ル
マ
ン
的
共
同
体
程
に
は
顕
著
で
は
な
い
に
し
て
竜
、
な
お
田
畠
。

山
林
・
用
水
等
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
上
述
し
て
来
た
如
く
で
あ

る
。
　
「
惣
庄
」
に
お
い
て
は
、
家
父
長
無
芯
経
営
を
行
う
名
主
層
の

主
導
権
が
輩
固
で
は
あ
っ
た
が
、
　
「
二
村
」
に
お
い
て
は
寄
合
い
と

い
う
形
に
お
い
て
形
式
的
平
等
の
原
理
が
支
配
し
て
い
た
。
そ
し
て

名
主
層
の
主
導
権
は
「
惣
配
し
の
験
階
に
比
し
て
著
し
く
後
退
し
つ

つ
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
集
約
的
な
水
稲
耕
作
を

89　（52・5）



主
と
す
る
日
本
に
は
、
二
圃
制
や
三
園
制
が
行
わ
れ
ず
、
反
対
に
二

毛
作
・
三
毛
作
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の
具
体
的
差
異
は
両

者
の
農
業
経
営
の
地
理
的
差
異
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
私
は
「
惣
村
」
を
日
本
に
お
け
る
封
建
的
村
落

共
同
体
と
規
定
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
。
し
か
し
「
惣
村
」
は
村

落
共
同
休
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
室
町
末
期
の
「
曝
気
」
の
衰
潮
は
、

村
落
共
同
体
が
「
惣
」
と
い
う
形
で
は
維
持
さ
れ
難
く
な
っ
て
き
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
村
落
共
同
体
そ
の
も
の
の
崩
壊
を
示
す

も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
私
は
惣
を
御
庄
と
惣
村
と
に
区
分
し
、
惣
村
を
中
心
と
し
て

そ
の
形
成
。
機
能
・
構
造
を
考
え
、
更
に
変
容
。
衰
退
ま
で
の
展
開

を
一
応
跡
づ
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。
或
い
は
惣
の
も
つ
二
面
性
一

即
ち
支
配
機
能
の
末
端
組
織
と
し
て
の
一
面
と
、
支
配
す
る
抵
抗
組

織
と
し
て
の
一
面
の
う
ち
、
前
者
が
殊
更
浮
彫
り
さ
れ
た
憾
み
が
な

く
は
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
私
の
本
意
で
は
な
い
が
、
紙
幅
も
す

で
に
尽
き
た
の
で
今
は
暫
く
欄
筆
し
、
　
「
惣
村
」
の
衰
退
時
期
か
ら

田
屋
体
制
の
成
立
へ
の
時
代
を
中
心
と
し
た
考
察
は
、
稿
を
改
め
て

論
じ
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
五
年
三
月
下
、
八
月
改
稿
）

本
稿
の
伶
戌
に
当
っ
て
は
、
多
分
に
赤
松
俊
秀
教
授
の
御
教
派
に
あ
ず
か

っ
た
。
特
に
附
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

①
郡
中
惣
に
つ
い
て
は
、
牧
野
信
之
助
氏
「
申
世
嶋
三
期
…
に
お
け
る
村
落
い
結

含
」
に
多
く
の
事
例
を
あ
げ
》
て
い
る
。

②
　
「
郷
村
制
慶
と
検
地
」
　
（
揖
本
史
研
究
　
九
号
）
、
　
「
封
建
飼
確
立
期

　
の
一
村
鼎
浴
と
雌
醤
恥
の
励
が
向
」
　
（
滋
賀
県
立
短
期
大
学
雄
誌
三
号
）
、
「
太
閣
…
給
ハ

地
と
家
族
穂
成
i
揖
本
封
建
制
の
確
立
．
1
」
　
（
ヒ
ス
ト
リ
ア
八
。
九
・
一

〇
・
＝
号
）

③
八
木
哲
浩
氏
「
近
時
の
太
闇
検
地
論
に
つ
い
て
」
　
（
近
世
皮
研
究
一
〇

号
）
は
、
筆
者
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
と
は
大
分
隔
η
が
あ
り
、
又
近
刊

さ
れ
る
と
い
う
氏
の
著
書
を
侯
た
ね
ば
軽
々
に
批
判
す
る
こ
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however，　1’　also　discussied　that　the　totemism　was　tlie　formative

power　of　the　communal　arrangement．

The　Formation　6f　tshe　Land　Community

By

Yutaka　Tanaka’

　　　In　the　foregoing　studies　of　the　earlier　stages　of　feudalism

（Lehenswesen），　its　underlying　s．tratum，　the　serfdom　（Gi’undherr－

schaft）　was　often　treated　seperately．　This　was　why　the　legal　and

social　history　formed．　a　seperate　field　of　study　and　no　attempt

was　made　to　bridge　between，　This　essay　on　the　history　of　com－

munity　is　a　contribution　to　the　adequate　explanation　of　the　cQn－

nections’between　them　by　tracin．cr　the　gradual　development　of　the

comrntini，ty　on　the　one　hand　and　the　social　revolutions　that　ac－

companied　it　on　the　other　hand．　The　explanation　will　be　made

one　after　the　other　o£　the　patriarchal　to　the　lancl　community．

Meanwhile　the　movement　of　the　gentry　played　an　important　role

and　it　is　they　that　made　the　community　come　into　its　own．

AStudy　ofSo（惣）

　　　　　　　　By

　　Yoshihito　lshida

　　　In　medieval　Japan　where　the　private　ownership　was　the　rule，

not　exceptional　as　in　rnedieval　Europe　the　communal　ownership

was　con’fined　to　only　such　small　ownerships　as　of　woods　and

rivers．　The　communities　led　by　the　landed　gentry　during　the

Kamakura　era　was　still　too　power！ess　to　resist　the　opressions　of

the　sheriffs　（Jlto　S’MfA），　manorial　lords　and　other　misdoings　of　the

routiers．　Under　such　conditions　the　village　communities　werg

cornpelled　to　take　refuge　in　tlle　traditional　lordships　of　the　mad－

nates．　This　type　of　community　is　wh飢Imean　by．　sosho（惣庄），

but　it　was　transformed　by　the　civil　wars　of　the　Nanboku－cho　（pt

北朝）and　on　the　wastcs　after　the　turmoiI　there　cmerged　another

type　of　commtmity．　The　population　grew，　the　communal　assets

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6禦）



m“ltipliedein　short，　it　has　come　into　its’　own．　This　is　the　so一

・g・（惣村）・・der　the　M…m・・hi　Sh・9・・at・・’　B・t　the・・一s・・w・・

still　insecure　because　of　the　stratification　of　the　population　within

itself　and　the　interfereRce　of　the　warring　magnates．　This　will

explain　to　some　degree　the　military　character　of　the　communityL

　　　In　this　article　1　aimed　to　trace　the　slow　and　continuous　deve－

lopment　of　the　villa．cre　community　and　to　illustrate　it　in　itS　pro－

per　position　uncler　the　feudal　structure　of　meClieval　Japan．

The　Geographical　Scale　of　the　Community

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　Ichiro　Suizu　，　’

　　　Between　the　area　and　the　popuIation　of　the　community庫crc

is　a　generaI　rule　and　iR　tlユe　mode　of　combination　among　the　vari－

ous　teritories　frem　the．　viliage　to　the　nation　thereεしlso　is　a　order　a穐d

akind　of　systcmatization．　This　article　is　a　more　detailed　study　from

the　above．mentioned　view－point　of　the　fbregoing　research‘‘The

Stratificatcd　Cbmbination　of　the　Areas”which　I　published　ill．　the

Geographica　l　Revicw（vol．28．　No．5）．　An　approach　was　made’

as　to　the　rccip卸ocai　relation　betweeぬt至．’iie　evolution　of　the　territories

a玖dtheir　ortoqt．Lnization　and　of　spontan．知うous　and　亡11e　fnstitutional

　　　　　　　　　　　　

communltles．：

　　　The　arcas，　the　landscapcs　and　the　nature　are　the　original

whole　of　the　human　community　and　I　want　to　pave　the　way　to

the‘‘area，，　as　man　has　oncc　found　the　‘society，’．

Irrigation　Customs　in　China

　　　　　　　　　　　　By

　　　　Motonosuke　Amano

　　　For　the　griwth　of　the　agricttltural　production　water　sttpply

塩離器謙a膿欝鷲，’譲e翻澁’灘l
munal　authority’　or　by　the　individual　the　right　of　the　water　mana－

gement　comes　i　o　the　fore．　This　article　is’an　attempt　to　describe

this　as　a　funci．bn　of　the　village　community．
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